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ク
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に
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作
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の

日

次
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早
ニ
ュ
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ヨ
ー
ク
州
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よ
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地
方
公
共
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体
の
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第
三
章

不
作
為
賠
償
責
任
判
例
類
型
佑
試
論

本
章
で
は
、
第
一
節

第

節

判
{71j 
類
型
化
試
論分
を析
論概
じ{念
るとの
設
定

類
型
化
の
視
角
設
定

第

節

第
一
節

分
析
概
念
の
設
定

本
節
に
お
い
て
は
、
意
思
決
定
概
念
を
判
例
分
析
の
基
軸
に
据
え
、
個
人

行
政
官
・
裁
判
官
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
決
定
の
内
容
に
つ
い
て
第
二
章
で
紹
介

し
た
「
裁
判
所
が
考
慮
を
払
う
政
策
的
要
因
」
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
定
の
仮
説
を
設
定
す
る
。
判
例
分
析
に
関
す
る
こ
う
し
た
方
法
の
有
効
性
は

従
来
試
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
疑
問
点
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本

稿
に
お
け
る
判
例
分
析
の
視
点
を
明
憾
に
す
る
と
い
う
利
点
を
有
す
る
も
の
と

思
う
。合
理
的
行
為
者
紙
記
を
基
礎
に
お
い
た
決
定
主
体
(
個
人
の
み
な
ら
ず
、
組

織
・
集
団
)
の
な
す
意
思
決
定
の
。
プ
ロ
セ
ス
は
、
川
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
標
の

発
見
と
そ
の
特
定
問
達
成
に
必
要
な
情
報
の
収
集
問
そ
の
情
報
に
も
と
，
つ

い
て
、
達
成
す
る
た
め
の
選
択
肢
又
は
代
替
案
の
特
定
凶
一
定
の
基
準
に
よ

る
選
択
肢
又
は
代
答
案
の
評
価
問
-
評
価
に
も
と
づ
い
て
採
る
べ
き
選
択
肢
又

は
代
替
案
の
遂
行
と
そ
の
結
果
の
認
知
及
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
修
正
(
フ
ィ
l

ド
パ
ッ
ク
)
、
の
諸
要
素
に
分
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
モ
デ
ル
は
決
定
の

問
題
を
一
定
の
制
約
条
件
下
に
お
け
る
目
的
関
数
の
最
大
化
又
は
最
小
化
と
い

う
数
学
的
問
題
に
帰
着
色
記
、
第
一
に
は
、
行
政
官
の
思
考
様
式
す
な
わ
ち
一

定
の
目
標
の
推
進
な
い
し
達
成
の
た
め
に

l
l専
門
的
知
識
を
応
用
し
て
そ
の

結
果
と
便
益
と
を
予
測
し
つ
つ
1
1
1
適
切
か
つ
利
用
可
能
な
手
段
を
選
択
し
よ

う
と
す
る
「
因
果
的
な
い
し
目
的
l
手
段
思
考
様
式
」
に
適
合
す
る
。
こ
の
よ

う
な
行
政
官
の
「
効
率
性
」
を
第
一
の
達
成
目
標
と
考
え
る
思
考
に
比
し
て
、

個
人
・
裁
判
官
の
思
考
様
式
は
「
法

1
正
義
(
権
利
・
義
務

)
1当
・
不
当
の

(
6
)
 

感
覚
」
に
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。

従
っ
て
、
以
上
か
ら
帰
結
す
る
不
作
為
賠
償
責
任
訴
訟
の
位
慌
づ
け
は
「
決

定
を
安
価
に
す
る
た
め
に
一
た
ん
な
さ
れ
た
行
政
的
決
定
(
目
的

1
手
段
思
考

様
式
)
と
裁
判
(
法

1
正
義
思
考
様
式
〉
と
の
再
相
刻
」
の
場
で
あ
る
、
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

不
作
為
賠
償
責
任
訴
訟
に
お
け
る
個
人
・
行
政
官
・
裁
判
官
の
意
思
決
定
の

位
置
つ
け
が
そ
れ
ぞ
れ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
に
、
裁
判
上

に
現
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
決
定
の
内
容
を
ど
の
よ
う
な
分
析
概
念
を
用
い

て
評
価
し
た
ら
よ
い
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
本
稿
が
設
定
す
る

分
析
概
念
は
、
作
為
義
務
の
内
容

1
結
果
回
避
措
置
で
あ
る
。

社
会
に
内
在
す
る
危
険
を
防
止
し
、
災
害
・
被
害
を
防
除
・
軽
減
す
る
と
い

う
社
会
管
理
機
能
は
私
的
部
門
・
公
的
部
門
が
応
分
に
分
担
す
べ
き
も
の
で
あ

北法33(1・176)176



っ
て
、
両
者
が
協
力
し
て
社
会
管
理
機
能
を
営
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
個
人
は
危
険
性
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
有
し
て
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す

る
行
動
が
可
能
な
場
合
に
あ
っ
て
は
自
ら
の
手
で
損
害
を
回
避
す
べ
き
で
あ

(

9

)

(

叩
)

り
、
そ
う
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
寄
与
過
失

(ncZ片手
E
g
d
z
aロ
m
g
n
m
)、

(
日
)

危
険
の
引
受
け
(
〉
国
田
口
ヨ
向
洋
一
号
ロ
岳
町
呂
田
r)
の
責
任
を
問
わ
れ
る
。

ま
た
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
ど
ん
な
に
費
用
が
か
か
ろ
う
と
も
事

故
を
回
避
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
発
生
可
能
性
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ

(ロ)

と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
ど
の
程
度
ま
で
事
故
を
抑
制
す
る
か
、
そ

(
口
)

れ
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
目
的

1
手

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2)

段
思
考
を
と
る
行
政
官
の
結
果
回
避
措
置
を
制
約
す
る
要
因
と
し
て
、
法
作
上

(
H
)
 

の
権
限
・
予
算
・
技
術
上
の
諸
制
約
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
で
、

(
時
)

目
的
1
手
段
思
考
の
内
容
と
し
て
ハ
ン
ド
判
事
の
「
過
失
」
の
定
式
を
採
用
す

る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
官
は
、
判
事
故
が
生
じ
た
な
ら
ば
起
き
る
で
あ
ろ
う
侵

害
の
重
大
さ
似
事
故
が
起
こ
る
蓋
然
性
付
そ
の
よ
う
な
事
故
発
生
を
予
め

防
止
す
る
の
に
必
要
な
行
為
を
す
る
と
い
う
負
担
、
そ
し
て
、
例
と
削
つ
ま
り

事
故
の
費
用
と
そ
の
蓋
然
性
と
の
積
が
つ
ま
り
防
止
行
為
〔
作
為
義
務
の
内

容
1
結
果
回
避
措
置
)
の
費
用
を
上
ま
わ
っ
た
場
合
に
は
防
止
行
為
を
為
す
、

と
い
う
思
考
様
式
を
と
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
判
事
故
の
費
用
は
、
そ
の
内
容

を
さ
ら
に
、
侵
害
さ
れ
る
利
益
に
法
が
与
え
る
社
会
的
価
値
及
び
利
益
を
侵
害

さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
の
数
に
、
似
事
故
の
蓋
然
性
は
典
型
性

(
3
t
g】
ご
三

に
、
付
防
止
行
為
の
費
用
は
損
害
防
止
の
容
易
さ

(
2
8
9同

E
E品
。
官
0

・

話
口
C
C
ロ
)
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

不
作
為
賠
償
訴
訟
が
「
目
的
1
手
段
思
考
」
と
「
正
義
l
法
思
考
」
の
対
立

の
世
切
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
「
作
為
義
務
の
内
容

1
結
果
回
凝
措
置
」

が
「
目
的

1
手
段
思
考
」
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
政
策
の
腐
束
的
執
行
の
単
純

な
誤
り
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
は
行
政
官
の
い
っ
た
ん
決
定
し
た

「
目
的
1
手
段
思
考
」
の
内
容
を
発
見
す
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
。
「
目
的

1
手

段
思
考
」
と
「
正
義
1
法
思
考
」
の
相
瑚
か
明
瞭
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
行

政
官
の
採
用
し
た
政
策
(
裁
量
決
定
)
の
あ
る
程
度
は
必
然
的
な
結
果
と
し
て

事
故
が
発
生
し
、
被
害
者
が
「
正
義

1
法
思
考
」

l
l事
故
に
よ
っ
て
生
じ
る

社
会
的
経
済
的
な
地
位
劣
化
(
日
D
n
E
C
円四円。ロ
O
B
E
含
回
目
。
内
包
守
口
)
す
な

わ
ち
一
人
に
事
故
の
費
用
負
担
が
集
中
し
た
り
費
用
の
娯
補
が
迅
速
に
受
け
ら

(
出
)

れ
な
い
の
は
不
当
で
あ
り
、
従
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
の
思
考

1

1
の
結
果
、
不
法
行
為
法
上
の
訴
訟
技
術
と
し
て
行
政
官
の
政
策
判
断
は
違

法
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
裁
判
官
は
将
来
に
お

け
る
多
数
人
の
利
害
の
割
当
て
方
の
当
否
、
言
い
換
え
れ
ば
制
度
の
あ
り
方
や

(
口
)

政
策
の
当
否
を
判
断
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
裁
判
官
に
対
し
て

北法33(1・177)177

「
目
的

1
手
段
思
考
」
様
式
を
要
請
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
他
方
裁
判
官

は
、
そ
れ
が
訴
訟
で
あ
る
限
り
、
権
利
・
義
務
の
判
定
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず

究
極
的
に
は
常
に
「
法
l
正
義
思
考
」
様
式
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
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う
し
て
裁
判
官
は
後
者
の
思
考
様
式
の
枠
内
で
前
者
の
思
考
様
式
に
沿
っ
て
判

(
四
)

断
す
る
、
あ
る
い
は
判
断
し
て
い
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
裁
判
官
の
意
思
決
定
(
判
決
)
に
は
、
付
当
・
不
当
の
感
覚

(ω32

0同
巴
町

Z
5
5
0円
耳

Z
ロ
mH52)
同
予
防
的
要
因
(
官
。
日

u
z
v
E
n
F
2
0円)

の
考
慮
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
付
当
・
不
当
の
感
覚
は
さ
ら
に
こ
れ
を
川

歴
史
の
方
向

(
Z
E
C片
目
己
主
O
『
可

}ll判
例
・
学
説
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

代
表
さ
れ
る
世
論

i
i間
損
失
負
担
に
つ
い
て
の
我
々
の
社
会
的
判
断
す
日

5
2
2
Z
Z
3
子。

-
c
m
:
r
g
E
Z
E干
|
事
故
に
よ
っ
て
生

じ
る
被
害
者
の
社
会
的
・
経
済
的
な
地
位
劣
化

(ωGEm--司

2
3
D
g
r

仏
E
C
B己
ロ
ロ
)
を
国
と
い
う
税
金
集
積
機
構
を
通
じ
て
納
税
者
各
人
に
広
く
分

散
さ
せ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
国
を
そ
の
よ
う
な
損
失
分
散
機
構
(
D
ロ
ゆ
え
任
。

Z
己

-
c
g
L
M
Z
F
E
S
Z
と
み
る
か
否
か
の
判
断

i
lに
分
解
で
き
る
。
同

予
防
的
要
因
(
裁
判
効
に
は
「
波
及
効
」
が
あ
る
こ
と
)
は
こ
れ
を
さ
ら
に
、

川
司
法
行
政
上
の
諮
問
難
(
注
目

E
印
可
さ
再
任
R
2
]昨
日
伊
)
・
司
法
行
政
上

の
要
因
(
注
目
ロ

E
s
p
d
P
2
2
)
及
び
準
則
の
執
行
の
便
宜
(
円

g
gロE

5
8
E
F
E
E
2
5
5
c
r
z
z
r
γ
l裁
判
所
の
処
理
能
力
を
超
え

る
も
の
か
否
か
1

1
間
諜
せ
ら
れ
る
行
為
の
社
会
的
有
用
性

(ωonE
民
主
ミ

久
子
。

2
ロ仏ロ

2

5
同
包
括
仏
)
又
は
公
衆
の
利
益
あ
る
い
は
責
任
能
力
の
評

価
要
素

S
5
F
E
Z
5
2
2
z
c
r
E
m
2
2
P。
岳

D
E
E
R
F
2
0円
)

行
政
庁
に
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
公
衆
は
利
益
を
得
る
か
否
か
、
被

告
に
ゆ
き
す
ぎ
た
負
担
と
な
る
義
務
は
避
け
る
べ
き
か
否
か
、
た
と
え
ば
「
災

害
の
疑
い
さ
え
あ
れ
ば
、
勇
敢
に
改
善
命
令
も
出
し
、
宅
地
も
使
用
禁
止
に

し
、
道
路
も
閉
鎖
・
廃
道
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ら
の
も
の
の
も
づ
社
会

的
効
用
と
照
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
多
少
の
リ
ス
ク
を
覚
悟
の
人

聞
が
自
己
の
負
担
で
利
用
す
る
こ
と
ま
で
禁
止
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
も

(
却
)

あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
考
え
1
1
1
に
分
解
で
き
る
。

以
上
に
提
示
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
的
要
因
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
せ
た

結
果
と
し
て
裁
判
官
が
下
し
た
、
そ
の
場
、
そ
の
場
の
判
決
内
容
を
「
作
為
義

務
の
内
容

1
結
果
回
避
措
置
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
て
分
析
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
次
に
、
そ
の
結
果
、
個
々
の
判
例
を
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
類
型
化

し
た
な
ら
ば
、
本
稿
の
所
期
の
目
的
、
す
な
わ
ち
、
付
個
々
の
行
政
活
動
に
即

し
て
行
政
の
危
険
管
理
な
い
し
防
止
責
任
の
根
拠
を
み
て
い
く
こ
と
、
口
事
実

の
抽
象
化
か
ら
仮
説
的
命
題
を
一
応
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
判
決
を

一
定
程
度
予
見
す
る
こ
と
に
適
合
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
節

を
変
え
て
論
じ
る
。

第
二
節

類
型
化
の
視
角
設
定

従
来
、
国
家
賠
償
関
係
に
お
い
て
判
例
の
類
型
化
を
試
み
る
視
点
と
し
て
ほ

ぼ
三
倒
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
行
政
作
用
の

類
型
あ
る
い
は
行
政
作
用
の
対
象
か
ら
分
類
し
よ
う
と
す
る

L
的
、
第
二
は
、
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(
泣
)

作
為
義
務
の
生
じ
る
根
拠
か
ら
分
類
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
第
三
は
、
裁
判
の

決
定
内
容
(
請
求
認
容
な
い
し
請
求
棄
却
)
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
は
何
か
と

(nJ 

い
う
視
点
か
ら
分
類
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
で
あ
る
。

本
稿
の
第
一
目
的
!
1
l個
々
の
行
政
作
用
に
即
し
て
行
政
の
危
険
管
理
な
い

し
防
止
責
任
の
根
拠
を
み
て
い
く
こ
と

l
ー
に
と
っ
て
適
合
的
な
類
型
化
の
視

点
は
、
ま
ず
、
行
政
作
用
の
類
型
あ
る
い
は
そ
の
対
象
か
ら
分
類
し
、
次
に
、

そ
れ
ら
の
類
型
ご
と
に
作
為
義
務
の
生
じ
る
根
拠
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
木

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

稿
の
第
二
目
的
1

1
事
実
の
抽
象
化
か
ら
仮
説
的
命
題
を
一
応
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
将
来
の
判
決
を
一
定
程
度
予
見
す
る
こ
と

l
lに
適
合
的
な
作
業
は

以
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
個
々
の
判
決
を
さ
ら
に
、
裁
判
の
決
定
内

容
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
は
何
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ

出
げ
以
上
の
よ
う
に
本
稿
の
考
察
の
過
程
は
、
ま
ず
第
一
に
、
行
政
作
用
の
類

型
・
対
象
ご
と
に
判
例
を
分
類
し
、
次
に
、
そ
の
類
型
・
対
象
ご
と
に
作
為
義

務
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
今
度
は
一
つ
一
つ
の
判
例
ご
と
に
重
要

事
実
は
何
か
を
発
見
す
る

l
i判
例
の
射
程
距
離
を
測
定
す
る

l
ー
と
い
う
も

の
に
な
る
。

不
作
為
賠
償
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
行
政
作
用
の
類
型
・
対
象
は
、
読
み
得

た
限
り
で
は
、
山
道
路
間
公
園
間
精
神
病
院
凶
刑
務
所
同
感
化
院

問
警
察
附
消
防
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

制
学
校

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
行
政
庁
と
被
害
者
の
関
係
が
一
般
的
に
「
義
務
情
況
」

と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

l
i行
政
庁
は
被
害
者
に
対
し
て
義
務
を
負
っ
て
い

る
か
1
1ー
と
い
う
観
点
か
ら
二
分
し
、
付
「
義
務
情
況
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の

川
!
刷
、
白
「
義
務
情
況
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
明
l
附
に
分
類
で
き

る
。
パ
門
に
該
当
す
る
事
例
は
例
制
定
法
が
「
義
務
情
況
」
を
発
生
さ
せ
る
と
す

る
も
の
川
、

ω社
会
関
係
の
性
絡
が
「
義
務
情
況
」
を
発
生
さ
せ
る
と
す
る
も

の
附
i
附
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
一
定
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
原
則
的
に
賠
償

責
任
一
が
認
め
ら
れ
る
。

M
H
に
該
当
す
る
事
例
は
、
制
定
法
及
び
社
会
関
係
の
性

格
か
ら
は
「
義
務
情
況
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の

m
l附
で
、
こ
の
場
合
、

原
則
的
に
賠
償
責
任
は
認
め
ら
れ
ず
、

ω先
行
す
る
危
険
な
行
為
の
理
論

川
義
務
引
受
け
の
理
論
川
使
用
者
l
被
傭
者
の
理
論
州
特
別
関
係
発
生
の

理
論
、
に
よ
っ
て
条
理
上
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
。

本
一
備
は
以
上
の
事
例
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
(
付
糾

ω・
り
)
の
典
型
例
で
あ

ω警
察
関
係
を
取
り
上
げ
て
論
じ

る
判
例
道
路
関
係

る
こ
と
に
す
る
。

付

ω精
神
病
院
関
係

第
三
節

判
例
類
型
化
試
論

第
一
款

道
路
関
促

本
款
で
は
道
路
に
ま
つ
わ
る
紛
争
を
取
り
上
げ
る
。
道
路
と
は
、
一
般
交
通

の
用
に
供
す
る
道
で
、
ト
ン
ネ
ル
・
橋
・
渡
船
施
設
・
道
路
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

等
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
及
び
道
路

北法33(1・179)179
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の
附
属
物
で
当
該
道
路
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
本

(

出

血

}

体
と
道
路
の
附
属
物
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
道
路
本
体
と
は
、
路

面
白
体
と
ト
ン
ネ
ル
・
橋
・
渡
船
施
設
・
道
路
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
道
路
と

体
と
な
っ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
、
道
路
の
附
属
物
と
は
、

道
路
の
構
造
の
保
全
・
安
全
日
つ
円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
と
そ
の
他
道
路

(
幻
)

の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
、
を
い
う
も
の
と
す
る
。

本
稿
は
、
道
路
関
係
に
お
け
る
紛
争
類
型
を
て
道
路
外
の
管
理
責
任

二
、
道
路
内
の
管
理
責
任
の
事
例
に
二
分
し
た
う
え
で
、
こ
を
さ
ら
に
、
付
道

件
道
路
内
に
お
け
る
第
三
者
の
行
為
の
規
制
責
任

に
分
類
、
分
析
を
進
め
、
三
で
道
路
関
係
に
お
け
る
事
例
の
ま
と
め
を
論
じ
る
。

こ
の
道
路
関
係
に
お
け
る
行
政
の
管
理
責
任
(
作
為
義
務
)
の
根
拠
は
、
立

路
の
設
置
・
管
理
の
責
任

法
ま
た
は
行
政
規
則
の
目
的
が
川
利
益
侵
害
を
受
け
る
者
を
保
護
す
る
こ
と

凶
侵
害
さ
れ
る
特
定
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
回
発
生
す
る
損
害
か
ら
利
益

を
保
護
す
る
こ
と
凶
損
害
の
生
じ
る
特
定
の
危
険
か
ら
利
益
を
保
護
す
る
こ

(
却
〕

と
に
あ
る
と
い
う
'
も
の
で
あ
る
。
こ
の
違
反
の
効
果
は
、
違
反
自
体
が
ネ
グ
リ

(
ぬ
)

ジ
ェ
ン
ス
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
道
路
外
の
管
理
責
任

道
路
の
管
理
に
は
、
道
路
の
本
体
と
道
路
の
附
属
物
さ
ら
に
防
護
施
設
の
管

理
も
含
ま
れ
問
。
山
側
か
ら
の
落
石
・
崩
土
、
道
路
附
近
か
ら
の
倒
木
・
落
校

さ
ら
に
は
建
物
の
崩
壊
が
あ
っ
た
の
で
は
道
路
の
機
能
が
減
殺
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

北法33(1・180)180

本
稿
で
は
村
落
石
・
落
枚
、

ω建
物
崩
捕
棋
の
事
例
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
そ

の
議
論
の
進
め
方
と
し
て
は
、
ま
ず
各
々
の
類
型
ご
と
に
仮
説
的
命
題
を
設
定

し
、
次
に
先
例
的
あ
る
い
は
重
要
判
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
射
程
距
離
を
測
る

と
い
う
形
で
命
題
を
立
証
す
る
と
い
う
も
の
に
し
た
い
。

付
落
石
・
落
校

「
落
石
事
故
の
場
合
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
州
は
仙
落
石
が
以
前
か
ら

し
ば
し
ば
発
生
し
て
お
り
(
従
前
の
落
石
の
有
無
)
、
凶
州
側
が
現
実
に
こ

(羽〉

れ
を
知
っ
て
い
て
(
現
実
の
認
識
の
有
無
)
、
同
何
ら
の
処
置
を
と
っ
て
い

な
い
場
合
(
防
護
設
備
の
有
無
)
、
凶
ま
た
は
不
十
分
な
場
合
(
従
前
の
管

理
の
内
容
)
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

一
落
校
事
故
の
場
合
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
州
は
川
木
の
校
が
道
路
上

(
担
}

に
一
一
突
出
し
て
い
て
、
凶
現
実
に
そ
の
危
険
性
を
知
っ
て
い
る
場
合
ま
た
は
知

る
べ
き
場
合
に
、
凶
木
の
校
を
放
置
し
て
お
く
と
き
に
は
、
損
害
賠
償
責
任

を
負
う
。
」

こ
の
類
型
に
お
い
て
先
例
的
価
値
を
有
す
る
の
は

ω}阿
佐
巳
ω

ぐ・

ω
g件
ゆ
え

H4・4
デ
N

印
HKM沼
ve

ロ
2
・吋

S
W
M
g
z・J
円・

ω・由
gw
白内勺《山田
ct
ロ宮岡「

U
D己
宮
〈
・

ω
Z
Z
D
{
Z・J
円
J
N
3
z・J
円・印
g
w
Z
2・
岡
山
・
岳
会
N
で

あ
る
。



回

ω
E
z
i
g門
ゆ
え

Z
・

2
5
4
)

間
関
附
附
国
一
九
三
四
年
四
月
八
日
、

2
0
5
白
星

ω
E
o
E
1
3『

上
に
落
石
が
あ
り
、
そ
の
た
め
三
名
の
通
行
者
、
が
死
亡
、
一
二
名
が
受
傷
し

た
。
毎
年
、
春
の
雪
ど
け
の
時
節
に
は
、
州
が
所
有
し
て
い
る
山
か
ら
落
石

が
生
じ
て
い
た
。
三
対
こ
で
州
の
責
任
が
認
容
さ
れ
た
。

長岡
態-

z孟
是空
Z扇
」供
と止
は壬
州工
のが』
め

義 r

空語
あー
り芝
、開

ま z
た aa
隣を
接合
す理
る的
山 tこ
の安
所全

有
者
と
し
て
、
道
路
を
利
用
す
る
通
行
人
の
上
に
岩
が
落
ち
る
の
を
防
止
す

ニューヨー夕刻、lにおける不作為賠償責任 (2) 

る
た
め
防
護
柵
を
設
け
る
こ
と
も
州
の
義
務
で
あ
る
。
道
路
が
開
設
さ
れ
て

以
来
、
春
ご
と
に
岩
石
が
落
ち
て
く
る
と
い
う
頻
繁
さ
は
、
州
に
対
し
隣
接

財
産
の
所
有
者
と
し
て
危
険
状
態
を
告
知
す
る
責
任
を
負
担
さ
せ
る
に
十
分

で
あ
る
。
同

-
3
3司
タ

ω
3
5
0己
司

Z
c
c
s
n
c門
司

D
円同
H-c
ロ
ぇ
。
開
E

《

H
g
m
r
E円m-
陸
自

Z
・J
円・∞印噂

H
印∞

Z
・
何
-
N
P
S
〉
・
円
・
河
川

W8・
さ

ら
に
、
州
の
職
員
お
よ
び
被
傭
者

(
c
s
n
E間
同
口
L
o
s
-
L
O
可
町
冊
目
。
『

H
Z

忠
良
品
)
は
通
行
人
に
対
す
る
危
険
を
現
実
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
道
路
が
通
行
用
と
し
て
安
全
性
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ

は
閉
鎖
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
州
の
責
任
は
、
の
0
5
2
D
h
n
E
g
m
〉
2

5
A
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
ο
」

山
本
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
州
の
行
政
機
関
が
崩
土
・
落
石
事

故
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
施
設
の
設
置
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
不
作
為
は
ネ

グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

本
件
は
、
こ
の
間
題
を
積
極
に
解
し
、
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
、

ω道

路
管
理
者
と
し
て
の
管
理
責
任
、
同
隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て
の
管
理
責
任
を

指
摘
し
、
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
は
仲
道
路
管
理
者
と
し
て
安
全
性
確
保
義

務
(
同
G
E
m
-
E包
ロ
手
。

E
開

7
耳
目
吋

5
田

Z
8
0ロ
ω
r
f
g
r
n
oロ
L
E
Cロ)、

最
終
的
に
は
道
路
閉
鎖
措
置
、

ω隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て
危
険
の
告
知
、
防

護
柵
の
設
置
、
を
要
求
し
た
。
反
対
意
見
は
、
不
可
抗
力
と
法
律
上
の
免
責
を

理
由
に
多
数
意
見
と
対
立
す
る
。
す
な
わ
ち
「
事
故
は
土
砂
く
ず
れ

2
2午

乙
EO)
と
い
う
不
可
抗
力
(
〈
2

5と
C
円、

mDag--E
白

2
0

問。cL
)

の
結
果

発
生
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
州
が
警
告
標
識
を
設
置
し
て
い
た
少
量
の
落
石
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
」
(
岡
山
Y
O《

r
m・
-
)
ま
た
、
「
道
路
法
(
白
石
『
者
同
可
一
戸
恒
三

一
七
六
条
は
、
三
月
一
日
か
ら
一
一
月
一
五
日
の
期
間
以
外
は
道
路
の
壊
滅
か

ら
生
じ
る
損
害
に
つ
き
責
任
を
負
担
し
な
い
旨
定
め
る
が
、
本
件
は
本
条
に
該

当
す
る
」
(
∞
E
m
-
-
)
と
主
張
す
る
。

凶
本
件
の
射
程
距
離

道
路
管
理
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
こ
と
、
②
州
が
隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て

の
地
位
に
あ
る
こ
と
、
③
以
前
に
落
石
が
頻
繁
に
あ
っ
た
こ
と
、
④
州
の
職
員

本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
州
が

北法33(1・181)181

お
よ
び
被
傭
者
が
現
実
に
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
関

し
て
反
対
意
見
か
ら
、
③
の
事
実
に
つ
い
て
以
前
に
は
本
件
の
よ
う
な
大
き
な
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土
砂
く
ず
れ
は
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
本
件
事
故
発
生
時
は
法
定
巡
回
期
間

外
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
を
推
測
で
き
る
。

以
上
の
事
実
は
何
ら
の
検
証
を
経
た
う
え
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
仮
説
的
命
題
の
ま
た
仮
説
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
次
の
作
業
と
し
て

は
、
本
件
判
決
以
後
の
判
例
を
仰
認
容
例
と
伺
棄
却
例
に
分
け
て
、
以
上
に
指

摘
し
た
事
実
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
て
い
く
か

を
追
跡
し
、
仮
説
的
命
題
設
定
の
準
備
作
業
と
す
る
。

的
認
容
例

こ
の
例
と
し
て
、
(
日
)

」『田口
o
r凹〈・

ω
件白押
A
U
H吋叶

vh{恥
ωn
・吋。・

N
U
2・
J同・

ω・
ML
由
NAFmw『同
u
L
N
S
〉唱
M
y
o
-
-
H
o
b
-
8
2・
J円・∞
-
N
L

S
N
(包
含
)

(

H

F

)

豆
町
叩
丘
ロ
開
2
4・
2
2
9
H
8
7向
U
n
・
∞
ロ
・
印
H
Z
-
J
1・∞・

N仏
印
。
酌

(
S
A品)
(

F

E

)

∞
門
口
君
ロ
〈
・

ω
冨件。
w
M
V白
2
・
MLω
。
ド
印
∞

Z
・
J円・

ω
-
M仏
S
H
(
H
Z印
)
(
2
)
H
W島
問
。
=
〈
・

ω
g
g
-
叶
〉
沼

}-uz-
注
目
叶
0

・
H∞品

Z
-
J戸

ω
-
N島
由
印
N
2
8
5
が
あ
る
。

』

m
g
E
〈・

ω
S
S
は
土
砂
く
ず
れ
の
事
例
で
あ
る
。
「
土
砂
く
ず
れ

が
事
故
発
生
に
至
る
数
年
聞
に
わ
た
り
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
た
こ
と
」

「
そ
れ

ら
が
道
路
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
」

路
巡
回
員
お
よ
び
被
傭
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
」
「
し
か
し
防
護
柵
は
設

置
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
を
認
定
し
、
本
件
の
先
例
が

ω
z
r
E師
事
件
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

州
は
地
す
べ
り
が
発
生
し
た
隣
接
財
産
の
所
有
者

「
こ
の
事
実
は
道

「
ω
g
rロ
g
事
件
で
は
、

で
あ
う
た
け
れ
ど
も
、
本
件
に
お
い
て
は
道
路
権
(
丘
町
宮
え
司
ミ
』
50)
に

は
築
提
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
通
行
の
用
に
供
す

る
た
め
に
合
理
的
に
安
全
な
状
態
で
管
理
す
る
義
務
か
ら
州
を
解
放
す
る
も
の

で
は
な
い
。
:
:
:
こ
れ
ら
の
気
象
条
件
が
地
す
べ
り
を
発
生
さ
せ
た
(
ハ
リ
ケ

ー
ン
が
通
過
し
て
、
記
録
さ
れ
た
雨
量
が
一
九
三
八
年
九
月
一
七
日
午
後
二
時

か
ら
九
月
一
一
一
一
日
午
前
一
時
ま
で
に
五
・
四
二
イ
ン
チ
で
あ
っ
た
こ
と
1
1
1
注
)

事
実
が
あ
っ
て
も
、
州
は
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
根
拠
と
し
て
責
任
を
免
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
理
論
は

ω
E
r口
町
事
件
で
却
下
さ
れ
た
。
」

本
件
は

ω
E
E
F
事
件
を
先
例
と
し
、
か
っ
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
②
の

要
件
、
州
が
隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
こ
と
、
を
不
必
要
と
判

示
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、

ω
z
r
u
z
事
件
に
お
い
て
は
、
行

政
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
地
す
べ
り
が
発
生
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
不
可
抗

力
の
抗
弁
事
由
と
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
に
対
し
て
本
件
は
、
気
象
条
件
は
抗

弁
事
由
に
あ
た
ら
な
い
、
と
し
て
そ
の
拡
が
り
を
み
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

川一

ζ
2
2口
問
。
円
〈

ω押
印
件
。
は
落
校
の
事
例
で
あ
る
。
本
件
は
、
原
告
が

自
動
車
を
運
転
し
て
い
る
と
き
に
木
の
校
が
落
ち
て
き
て
、
そ
れ
が
フ
ロ
ン
ト

ガ
ラ
ス
を
突
き
破
っ
て
飛
び
込
ん
で
き
た
た
め
に
傷
害
を
受
け
た
事
件
で
あ

る
。
「
問
題
の
樹
木
は
道
路
の
外
側
に
位
置
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
校
お

よ
び
先
端
は
道
路
上
に
あ
っ
た
こ
と
」
「
事
故
当
日
の
天
候
は
清
明
・
温
暖
で

あ
り
、
事
故
直
前
に
も
激
し
い
風

(
2
2
B
2
E
g
m宮
口
明
言
口
弘
ω)

は
な
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か
っ
た
こ
と
」
を
認
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
道
路
は
、
ミ
ア
ロ
w

宮口・

ω
企
-
z
r仏・印。
ψ
E
F間
rd〈
m
q
F
m
凶
耳
に
定
め
ら

れ
て
い
る
巡
回
シ
ス
テ
ム
(
宮
門

g-m可
2
0
5
)
の
下
に
あ
る
。
州
道
は
、
通
行

の
用
に
供
す
る
た
め
に
安
全
な
状
態
で
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
道
路
本
体
の
通
行
区
分
に
お
け
る
猿
庇
・
妨
害
物
に
関
し
て
は
も
と
よ

り
、
利
用
者
に
対
す
る
傷
害
・
損
害
の
原
因
と
な
る
も
の
と
合
理
的
に
推
定
さ

れ
る
、
道
路
に
隣
接
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
上
部
の
状
況
に
関
し
て
も
あ
て
は

ま
る
。

ω
z
rロ凶
ω

〈・

ω
E
z
-
-
・
・
道
路
巡
回
員
(
『
百
円
戸
耳
ミ
宮
門
円
。

-
5
2
)
は

ユューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

細
心
の
注
意
を
も
っ
て
職
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
有
し
て
お
り
、
本
件
に
お
い

て
そ
の
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
な
ら
ば
、
樹
木
が
老
齢
で
あ
り
、
そ
の
先
端
の

折
れ
て
朽
ち
た
校
が
落
ち
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
お
よ
び
道
路
利
用
者
が
通
る
と

き
に
ぶ
つ
か
っ
た
な
ら
ば
事
故
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
↓
認
識
し
た
で
あ

ろ
う
。
通
常
の
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
い
て
巡
回
員
に
よ
り
認
識
さ
る
べ
き
で

あ
っ
た
状
況
を
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
州
は
責
任
を
負
担
す
べ
き
で
あ

る
0

・
:
:
そ
の
存
在
に
関
し
て
適
切
な
警
告
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
衆
を

潜
在
的
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
州
被
傭
者
が
憐
怠
す
る
こ
と
は
、
ネ
グ
リ

ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
す
る
。
」

本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
巡
回
中
に
潜
在
的
危
険
を
発
見
で
き
な
か
っ

た
こ
と
、
た
め
に
何
ら
の
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
ネ
グ
リ

ジ
ェ
ン
ス
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
本
件
は
こ
の
問
題
を
積
極
に
解

し
、
義
務
の
根
拠
は
道
路
管
理
者
と
し
て
の
巡
回
義
務
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
義

務
の
内
容
は
潜
在
的
危
険
の
発
見
・
告
知
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
件
に

お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
落
石
の
場
合
と
比
較
し
て
、
以
前
に
も
落
校
が
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
、
現
実
の
認
識
は
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
な
い

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

出
回
吋
巴
司
ロ
〈
・

ω
g
z
は
落
枝
の
事
例
で
あ
る
。
「
事
故
の
発
生
が
巡
回

期
間
(
三
月
一
日

i
一
一
月
一
五
日
)
外
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
危
険
状
態
が

存
在
し
、
州
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
年
に
も
わ
た
っ
て
、
現
実
の
あ
る
い
は

推
定
上
の
宮
2
E
-
c円
ncロ
ω
2
E
5
5
)
認
識
を
有
す
る
場
合
は
抗
弁
と
な

ら
な
い
。
関
同
ユ
〈
・

ω門血円
0

・
N叶
U
Z・J
同・印印印・

5

2
・
開

-NL
∞印
N・
1

門司円円可

戸
∞

E
5・
M
g
k
H
M》
H
V

・
0
2・由。。
wAPN2・J
同・

ω
-
N色
町
ミ
・
」

本
件
は
「
危
険
状
態
が
何
年
に
も
わ
た
り
存
在
し
た
」
事
実
を
認
識
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
事
故
の
発
生
が
法
定
巡
回
期
間
外
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
お

よ
び
「
現
実
あ
る
い
は
推
定
上
の
認
識
」
を
認
定
し
て
い
る
こ
と
、
に
関
係
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
山
の
呂

2
2口
間
四
門
事
件
で
は
「
認
識
さ
る
べ
き

で
あ
っ
た
」
こ
と
で
十
分
と
さ
れ
た
が
、
本
件
が
「
現
実
の
あ
る
い
は
推
定
上

の
認
識
」
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
件

に
当
該
認
識
が
存
し
た
か
ら
、
と
仮
定
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

同

盟

問

町

立

ヲ

ω
g
g
は
落
校
の
事
例
で
あ
る
。
州
が
主
張
す
る
の
は
、

①
校
が
落
ち
た
の
は
先
例
の
な
い
暴
風
雨
(
回
目
江
口
出
ロ
由
民
自
己
)
の
結
果
で
あ
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研究ノート

る
こ
と
、
②
樹
木
の
回
収
疲
あ
る
状
態
に
つ
い
て
の
現
実
の
あ
る
い
は
推
定
上
の

認
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
本
件
は
①
②
の
主
張
い
ず
れ
も

却
下
、
②
に
つ
い
て
は
、
本
件
樹
木
の
穣
庇
あ
る
状
態
に
つ
い
て
州
交
通
局
地

方
支
部

2
0
2
-
c
m
g
c片
手
。

ω
g
z
出
荷

r耳
m
q
U
4
2片
B
B同
)
に

通
報
し
た
と
い
う
原
告
側
証
人
の
証
言
を
指
摘
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
州
は
二
個
の
判
決
に
依
拠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
区
別
で
き
る
。

ζ
s
Z吋

ぐ
-
ω
S
F
E
H
ζ
z
n・∞
CA・
8
N
3
2・
J同・

ω・
M
L
E
u
w
E
N
同部門同岡高仏

N斗
印
〉
問
者
一

-
U
2・∞
2
・
8

2
・
J同・

ω・
M
L
E∞
に
お
い
て
は
、
現
実
の
認
識

の
証
拠
は
存
在
せ
ず
、
推
定
上
の
認
識
に
関
す
る
不
十
分
な
認
定
が
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
さ
ら
に
「
洛
下
し
た
枝
は
道
路
に
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
」
し
「
た

と
え
校
が
道
路
に
か
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
本
件
で
は
校
が
道
路
上
に
か
か
っ
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
Q

月

2
0
〈・

ω
S
F
M∞
M
K戸
℃
司
・
同
)
守

HO由也、

HN出
2
・
J円・

ω-NL
品
Hu--
企
∞
に
お
い
て
訴
え
は
棄
却
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
木
は
「
倒
れ
る
前
に
州
の
道
路
権
の
範
囲
外
に
立
っ

て
お
り
:
:
:
」
、
現
実
の
認
識
の
証
拠
ま
た
は
州
に
対
し
て
申
立
て
を
し
た
と

い
う
証
拠
は
な
い
。
以
上
の
事
件
に
対
し
て
次
に
述
べ
る
諸
判
決
は
原
告
を
支

持
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

E
Eロ
戸

ω
g芯
L
∞
吋
宮

2n・
HAAF
広∞・

8

z・
JHJ

ω
-
E
U
E
-
ω
品
目
・
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
州
に
は
現
実
の
認
識
が
な
か
っ
た

」
と
会
認
め
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
状
態
は
長
期
間
継
続
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
道
路
か
ら
た
だ
ち
に
判
別
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
の
通
行
人
な
ら
ば
気
が
つ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い

し
、
一
気
が
つ
い
た
と
し
て
も
深
く
考
え
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
証
拠
が
示
す

よ
う
に
、
道
路
沿
い
の
樹
木
の
回
収
続
を
報
告
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
道

路
巡
回
員
は
合
理
的
な
注
意
を
払
っ
て
そ
れ
を
発
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
」

戸田℃
n
y
g
r
c
〈・

ω
S
F
N
P向
回
目
・
岳
会
∞
・
品
∞
0
・
H
8
2・
J同・

ω・
E

U
2・
8
由
(
H
8
5
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
道
路
沿
い
の
樹
木
に
関
し
て
合
理
的

な
調
査
を
行
な
い
、
道
路
の
利
用
者
に
対
し
て
危
険
な
も
の
ま
た
は
そ
の
一
部

を
切
除
ま
た
は
除
去
す
る
こ
と
は
州
の
義
務
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
事

例
で
妨
害
物
を
発
見
・
除
去
す
る
こ
と
を
慨
怠
す
る
こ
と
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

を
構
成
し
、
事
故
の
近
接
的
原
因
(
官
C
H
H
B
2
0
2
5
0
)
で
あ
る
こ
と
、
を

述
べ
た
。

〔一

C円
2
8ロ〈・

ω
E
0・
ω
玄

5
・
民

HOMO-
同日出町
AM--ω
・
M仏
由
ω甲

(
戸
由
同
町
田
)
に
お
い
て
は
、
事
実
が
本
件
と
酷
似
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
原
告
に

賠
償
請
求
が
み
と
め
ら
れ
た
。

問
。
ョ
℃
ぐ

ω
S
F
申

ζ
~切
円

-M仏
叶
∞
戸
、
足
。

z
-
J円・

ω
-
E
∞印。

(HE∞)

に
お
い
て
は
、
原
告
に
賠
償
請
求
を
み
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
州
が
現
実
の
あ

る
い
は
推
定
上
の
認
識
を
有
す
る
場
合
に
は
、
道
路
の
利
用
者
や
隣
接
財
産
所

有
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
場
所
に
袈
庇
の
あ
る
ま
た
は
危
険
な
樹
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木
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
に
つ
い
て
州
は
責
任
を
有
す
る
旨
述
べ
ら
れ
た
。

州
が
所
有
す
る
樹
木
で
そ
の
校
が
道
路
上
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
は
、
通
行

人
に
対
す
る
潜
在
的
な
危
険
を
構
成
す
る
。
適
切
に
検
査
し
、
切
除
ま
た
は
除

去
に
よ
っ
て
調
整
す
る
義
務
が
適
正
な
管
理
に
不
可
欠
で
あ
る
o
」

「
枝
、
が
道
路
上
に
か
か
っ
て
い
る
」
事
実
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

「
州
に
現
実
の
あ
る
い
は
推
定
上
の
認
識
が
あ

る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思

疑
問
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

わ
れ
る
。

「
認
識
す
べ
き
で
あ
る
の
に
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
過
失
で
足
る
と

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

す
る
の
は
仙
宮

2
包
括
。
門
事
件
、
本
件
の
引
用
す
る

F
E
P
円
高

n
r
g
z

事
件
で
あ
る
。
た
だ
、
現
実
の
あ
る
い
は
推
定
上
の
認
識
を
問
題
と
し
て
い
る

判
例
、
た
と
え
ば
、
出

F
C宅
口
事
件
、
本
件
の
引
用
す
る
の

2
2
5
P
同

2
6

事
件
も
、
結
局
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
賠
償
請
求
を
認
容
し
て
い
る
た

め
、
過
失
で
足
る
と
す
る
見
解
を
否
定
す
る
も
の
と
は
解
せ
な
い
。
従
っ
て
問

題
は
、
本
件
が
過
失
で
は
足
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る

mgo
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
、
確
か
に

「
現
実
の
あ
る
い
は
推
定
上
の
認
識
」
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
請
求
棄
却
の
一

事
由
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
①
道
路
上
か
ら
落
ち
て
き
た
校
に
よ
る
事
故
で
は

な
く
、
道
路
上
に
あ
っ
た
樹
木
に
よ
る
も
の
で
本
稿
の
い
う
道
路
内
部
の
事
例

で
あ
る
、
@
樹
木
は
事
故
の
直
前
に
(
陶
芸

0
2
5
5
Z
F
S
号
。
阻
円
円
正

g丹
)

倒
れ
た
も
の
で
あ
る
、
③
一
九
五
一
年
一

O
月
(
事
故
発
生
一
は
一
九
五
二
年
一

月
二
一
日
〉
に
州
に
一
雁
わ
れ
て
い
る

-SLωg宮

g笠
宮
R
が
樹
木
を
調
査

し
た
と
き
に
異
常
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
、
④
事
故
発
生
時
、
時
速
凶
六
マ
イ

ル
の
突
風
を
伴
う
時
速
三
二
マ
イ
ル
の
強
風
が
吹
い
て
い
た
、
と
い
っ
た
事
実

を
考
え
る
と
、
過
失
で
足
り
る
と
す
る
判
決
を
否
定
し
て
い
る
事
例
と
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(吋

棄
却
例

こ
の
事
例
と
し
て
の
可
C
E
H
戸

ω
g
g
w
∞
N
Z・J
へ・

ω-Nι

日
自
(
H
宏
∞
て
か
あ
る
。
本
件
は
落
石
の
事
例
で
、
二
度
の
土
砂
く
ず
れ
の
た
め

に
発
生
し
た
道
路
上
の
障
害
物
を
、
州
被
傭
者
の
制
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通

行
の
た
め
除
去
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
三
度
目
の
土
砂
く
ず
れ
が
あ
っ
て

原
告
が
受
傷
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
裁
判
所
は
「
年
中
頻
繁
に
土
砂
く
ず

れ
が
あ
る
こ
と
」
「
州
職
員
は
現
実
に
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
」
「
し
か

し
何
ら
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
」
を
認
定
し
、
州
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト

で
あ
っ
た
旨
判
示
す
る
が
、
原
告
に
「
寄
与
過
失
(
口

g
E
r
E
C門
司
ロ
mm-ナ

問。ロ
no)」
が
あ
る
と
し
て
賠
償
責
任
を
否
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
原
告
は
、
合
理
的
に
注
意
深
く
、
慎
重
な
人
が
自
己
を
損
害
か
ら
守
る
た

め
に
類
似
の
状
況
に
お
い
て
払
う
で
あ
ろ
う
注
意
を
自
己
の
た
め
に
払
う
義
務

が
あ
っ
た

Q
(
U
Z
E
3
2ロ〈・

γ
E
g
ω
・
国
自
担
当

w
z
f
N
U
0
2・J
同
-

M
O
m
-
E由

Z
開
・
岳
山
従
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
原
告
は
危
険
状
態

を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
:
:
:
原
告
は

事
故
現
場
を
含
む
本
件
道
路
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。

j

j
さ
ら
に
原
告
は
事
故
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研究ノート

が
発
生
し
た
本
件
道
路
現
場
に
別
の
土
砂
く
ず
れ
が
あ
っ
た
の
を
目
撃
し
て
い

た
。
:
・
・
本
件
の
如
き
事
情
に
あ
っ
て
は
、
原
告
に
生
じ
た
事
故
の
可
能
性
が

「
通
常
の
慎
重
な
目
(
C
門
金
ロ
出
吋
己
可
匂
片
足
。
ロ
円

30)
に
明
ら
か
」
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
証
拠
お
よ
び
経
験
則
に
反
し
な
い
で
は
主
張
で
き
な
い
。
」

凶
ま
と
め
以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
恩
わ
れ
る
。

川

w落
石
事
故
の
場
令
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
州
は
、
落
石
が
以
前
か
ら
し

ば
し
ば
発
生
し
て
お
り
、
州
側
が
現
実
に
こ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
し
か
し
、
何

ら
の
処
置
を
講
じ
て
い
な
い
ま
た
は
処
置
が
不
十
分
な
場
合
は
賠
償
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
の
作
為
義
務
の
内
容
は
、
従
前
の
落
石
お
よ
び
そ
の
現
実
の
認
識
を
有

す
る
場
合
、
①
危
険
の
標
識
を
立
て
る
、
②
防
護
設
備
を
設
置
す
る
、
③
道
路

閉
鎖
措
置
を
採
用
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
私
人
の
作
為
義
務
の
内
容

は
、
道
路
の
危
険
性
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
有
し
て
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す

る
行
動
を
で
き
る
場
合
に
は
自
ら
の
手
で
損
害
を
回
避
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
は
わ
が
国
の
判
例
・
多
数
説
の
立
場
で
あ
ろ
う
客
観

説
i
客
観
的
に
、
営
造
物
の
安
全
性
の
欠
如
が
営
造
物
に
内
在
す
る
物
的
破
疲

ま
た
は
営
造
物
自
体
を
設
置
し
管
理
す
る
行
為
に
よ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
き

め
る
と
比
較
す
る
と
き
、
行
政
お
よ
び
私
人
の
義
務
違
反
、
特
に
、
具
体
的

な
行
為
規
範
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
判
例
理
論
の
特
徴
は
、
判
決
の
私
人
・
行
政
に
対
す
る
予
防
的
あ
る
い
は

波
及
的
効
果
の
理
論
的
可
能
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
を
想
起
さ
せ
る
。
ま

ず
、
私
人
に
対
し
て
は
、
危
険
性
に
関
す
る
情
報
を
有
し
、
損
害
回
避
の
行
動

が
可
能
で
あ
る
の
に
そ
の
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
損
害
賠
償
請
求
権

を
有
し
な
い
と
い
う
形
で
、
慎
重
に
行
動
す
べ
き
方
向
に
作
用
す
る
。
こ
れ
は

事
故
の
費
用
・
そ
の
蓋
然
性
の
積
と
防
止
行
為
の
費
用
と
い
う
問
題
を
考
え
る

時
、
合
理
的
な
解
決
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
行
政
に
対
す
る
行
為
規
範
の
設

定
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
か
。
事
故
の
費
用
(
身
体
・
生
命
〕
・
そ
の
蓋
然
性
(
落

石
の
頻
繁
さ
)
の
積
と
防
止
行
為
(
防
護
設
備
の
設
置
)
の
費
用

l
iカ
テ
ゴ
リ

(
U
A
)
 

ー
と
し
て
の
損
害
お
よ
び
カ
テ
コ
リ
ー
と
し
て
の
損
害
回
避
措
置
の
受
用
iー

を
考
え
た
時
、
少
な
く
と
も
本
稿
が
扱
っ
た
事
例
で
は
、
行
政
は
後
者
の
費
用

の
方
が
大
き
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
裁
判
所
の
政
策
判
断
と

対
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
判
決
の
作
用
す
る
方
向
は
、
落
石
が
頻
繁
に
発
生

す
る
場
合
に
は
防
護
設
備
を
整
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
、
行
政
は
損
害
賠
償
額
も
道
路
行
政
の
費
用
に
計
上
し
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
の
損
害
回
避
措
置
」
の
費
用
よ
り
安
価
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
あ
る
べ
き
行
政
・
国
民
が
期
待
す
る
作
為
義
務
を
果
た

す
行
政
・
抽
象
的
作
為
義
務
を
賦
課
さ
れ
る
行
政
」
と
「
あ
る
行
政
・
制
度
|

法
律
・
予
算
・
技
術

i
に
制
約
さ
れ
る
行
政
」
の
対
立
・
相
理
か
如
実
に
顕
現

す
る
。
ま
た
、
今
度
は
、
納
税
者
と
し
て
の
私
人
の
社
会
的
判
断
を
考
え
る

北法33(1・186)186



と
、
道
路
通
行
人
は
す
べ
て
の
国
民
に
あ
て
は
ま
る
の
だ
か
ら
「
私
人
に
何
ら

と
が
む
べ
き
点
が
な
い
場
合
に
は
行
政
の
具
体
的
行
為
規
範
を
問
う
こ
と
な
く

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
も
、
税
金
を
通
じ
て
被
害

者
と
な
っ
た
時
の
掛
金
を
出
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
で
、
成
り
立
ち
う
る
で
あ

ろ
う
。倒
落
校
事
故
の
相
場
合
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
州
は
、
木
の
枝
が
道
路
上
に

突
出
し
て
い
て
、
現
実
に
そ
の
危
険
性
を
知
っ
て
い
る
場
合
ま
た
は
知
る
べ
き

場
合
に
、
木
の
校
を
放
置
し
て
お
く
と
き
に
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

行
政
の
作
為
義
務
の
内
容
は
、
①
木
の
校
を
調
査
し
そ
の
危
険
性
の
発
見
に

(2¥ 

努
め
る
こ
と
、
②
そ
れ
を
発
見
し
た
な
ら
ば
危
険
性
を
知
ら
せ
る
こ
と
ま
た

は
、
③
危
険
な
校
は
除
去
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ニューヨーク州における不作為賠償責任

落
校
事
故
の
場
合
は
落
石
事
故
と
異
な
り
調
査
義
務
を
尽
く
す
べ
し
と
さ
れ

る
の
は
、
事
故
の
費
用
と
比
較
し
防
止
行
為
の
費
用
が
比
較
的
小
さ
い
こ
と

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
調
査
を
要
求
し
て
い
る
判
決
が

「
危
険
状
態
が
長
い
間
(
同
ミ
問
]
口
口
m
Z
H
H
M
O
J
」
(
F
名門
r
g
r
D
事
件
)
ま
た

「
少
な
く
と
も
一

0
年
間
(
伊
丹

-
2
2
5ロ
吉
田

g)
存
在
し
」
(
】
ロ
ロ
自
事
件
)

「
道
路
か
ら
簡
単
に
判
別
可
能

(22}可
全

ω
8
2
F
r
p
c
E
F
o
r
一mr者
宅
)
」

(
甘
口
出
口
事
件
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
判

決
の
行
政
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
従
っ
て
、
道
路
巡
回
員
を
増
員
す
る
か

ま
た
は
巡
回
義
務
の
方
法
・
内
容
を
改
め
る
、
と
い
う
方
向
に
働
く
も
の
と
思

わ
れ
る
。

仁)

建
物
崩
壊

「
遺
物
が
道
路
に
面
し
て
お
り
、
崩
壊
の
さ
し
迫
っ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
を
行
政
庁
が
認
定
し
取
壊
し
の
必
要
性
を
判
断
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
取
壊
し
を
行
な
わ
な
い
聞
に
建
物
が
崩
壊
し
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

市
は
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

こ
の
類
型
に
お
い
て
先
例
的
価
値
を
右
し
、
か
つ
賠
償
責
任
を
認
容
し
た
唯

一
の
例
と
し
て
河
口
ロ

Z-
〈・(い

-
q
c同
Z
・J
へ-
w
M
巴
〉
官
同
】
・

c
z・
口
ω埴

HNω

Z
-
J同・

ω・
包
お
印
(
H
S
U
)

が
あ
る
。

四
月
E
Z
ご

C
C可
巴

『

Z
・ペ・

28)

間
同
附
刷
国
本
件
事
実
の
概
要
は
、
市
建
築
物
調
査
官
(
円

S
E
E
E
m

E
名目
2
2
)
が
本
件
建
物
を
「
崩
壊
の
さ
し
迫
っ
た
危
険
状
態
に
あ
る
」
旨

認
定
し
、
所
有
者
に
対
し
て
「
た
だ
ち
に
修
理
を
ほ
ど
こ
す
か
、
あ
る
い
は

取
楠
択
す
」
旨
勧
告
し
た
、
翌
日
、
建
築
物
監
督
官

(ω

毛
2
5
5
E
E円。同

ゲ巳

E
E
m
)
が
正
式
に
認
定
し
「
た
だ
ち
に
修
理
を
ほ
ど
こ
す
か
、
あ
る
い

は
取
壊
す
こ
と
」
の
通
知
を
郵
送
し
た
、
そ
の
後
、
双
方
と
も
何
ら
の
措
置

を
と
ら
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
一
五
日
後
に
建
物
が
崩
れ
て
そ
の
中
で
遊
ん
で

い
た
子
供
が
け
が
を
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

市
建
設
局
の
原
記
録
(
C
江
田

s
t
z
n
c丘
0
1
p
o
t
q
w
ω
r
E
-
E
5開
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1珂究ノート

仏
ゆ
同
足
立

B
S円
)
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
で
き
る
。
判
一
九
四

四
年
一
二
月
一
九
日
、
調
査
官
口
問
目
。
が
建
物
を
調
査
し
た
結
果
、

そ
れ

は
「
構
造
的
に
危
険
あ
る
い
は
安
全
性
を
欠
く
、
あ
る
い
は
火
災
の
危
険
性

を
有
す
る
も
の
」
と
認
定
し
た
と
い
う
こ
と
、
建
物
の
一
部
は
「
崩
壊
の
危

険
性
を
有
す
る
こ
と
」
お
よ
び
建
物
は
「
適
切
な
修
理
に
よ
っ
て
」
解
体
す

る
か
、
移
転
さ
せ
る
か
、
安
全
に
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
:
:
:
さ
も
な
く

ば
、
た
だ
ち
に
悠
物
を
取
壊
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
都
建
物
監
督

官
(
『
2
0
E悶
r

z℃
2
5
Zロ
P

E

C
同

r
E
5
5間
)
に
対
し
て
報
告
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、

ω一
九
四
五
年
一
月
八
日
、
同
調
査
官
は
郡
監
賢
官
に
対

一
九
四
五
年
一
月
五
日
に
建
物
を
調
査
し
「
査
察
(
田
口

2
3
)」!|』

し
て
、

行
政
機
関
に
対
し
て

ω毛
耳
目
め
の

2
2
に
お
い
て
「
安
全
性
を
欠
く
建
築

物
」
に
関
す
る
正
式
手
続
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
行
政

法
典
(
〉
己
B
Z
E
s
t
s
ゎ
D

内目。ぇ
p
o
(
U
X
M刊

O同

Z
O唱
J
円

2
r
)
(
U
N由
l

H
U
m
‘
。
条
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
査
祭

i
ー
を
勧
告
し
た
と
い
う
「
特
別
報

告

(ω
宮
口

E
m
3
0
2
)」
を
提
出
し
た
と
い
う
こ
と
、
付
一
九
四
五
年
二
月

七
日
l
事
故
当
日
1

に
本
件
建
物
の
所
有
者
の
一
人
が
、
建
物
は
安
全
性
を

欠
き
危
険
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
旨
を
告
知
し
、
ま
た
、
そ

れ
を
「
安
全
」
に
す
る
よ
う
修
理
す
る
か
、
た
だ
ち
に
取
壊
す
べ
き
こ
と
を

命
じ
て
い
る
'
一
九
四
四
年
一
二
月
二

O
日
付
け
の
通
知
を
、
送
達
さ
れ
た
こ

と、

ω一
九
四
五
年
二
月
七
日
、
前
述
の
の
N
白

l
S
0
・
0

条
に
基
づ
い
て

「
査
察
お
よ
び
召
喚
通
知

(
E
Z
-
2
0同

Z叫
〈
O

司
自
仏

ω
ロ
ヨ
自
己
口
出
)
」
が
用

意
さ
れ
、
一
九
四
五
年
二
月
八
日
に
所
有
者
の
一
人
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
、

そ
の
内
容
は
、
建
物
の
危
険
状
態
を
知
ら
せ
、
た
だ
ち
に
建
物
の
修
理
を
す

る
か
ま
た
は
取
壊
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
、
査
察
は
一
九
四
五
年
二
月
九
日

に
な
さ
れ
る
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
判
一
九
四
五
年
二
月

二
六
日
ま
で
に
は
、

一
九
四
五
年
二
月
一
一
一
一
日
に

ω毛
B
B
O
わ
cc巳
か

ら
発
行
さ
れ
た
命
令
書
(
ヨ

2
3乙
に
基
づ
い
て
建
物
の
取
壊
し
を
完
了

し
、
一
九
四
五
年
三
月
六
日
ま
で
に
は
、
残
骸
の
除
去
を
六
七

0
ド
ル
で
完

了
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

岡
山
国
「
ひ
ど
く
老
朽
し
、
破
損
し
て
お
り
、
た
め
に
崩
嬢
の
切
迫
し
た
危

険
状
態
に
あ
る
人
の
住
ん
で
い
な
い
開
放
さ
れ
て
い
る
建
物
は
、
爆
発
物
・

燃
え
や
す
い
物
体
・
送
電
線
・
ば
ね
け
ん
銃
と
同
種
の
わ
な
(
昨
日
也
、
あ
る

い
は
「
本
来
的
に
危
険
な

(
5
Z
Eロ
乙
可
牛
島
ロ
m
o
H
C
C
M
)」
媒
体
を
構
成
す

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
本
来
的
に
危
険
な
媒
体
が
原
因
と

な
っ
て
人

l
i不
法
侵
入
者

(
t
g
E
2
2
)
で
あ
る
と
し
て
も
1

1
が
家
っ

た
損
害
は
、
そ
の
存
在
ま
た
は
除
去
の
責
任
を
有
す
る
者
の
気
ま
ぐ
れ
な
・

故
意
の
・
ま
た
は
残
忍
な
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

例
「
そ
の
危
険
に
応
じ
た
」
注
意
が
損
害
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
払
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
、
帥
事
故
が
「
予
見
可
能
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
条
件
と
し
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て
、
そ
の
者
は
責
任
を
負
う
。

i
i本
件
は
建
物
が
道
路
に
近
接
し
て
い
た
の

で
そ
れ
に
該
当
す
る
。
;
;
申
立
て
を
棄
却
す
る
た
め
に
原
審
が
根
拠
と
し

た
本
裁
判
所
の
二
つ
の
事
件
、
∞
3
2
0
〈
・
c
q
q
H
Z
・
J

へ-
w
N
仏
国
〉
宅
-

ロ
ー
∞
日
F
N
U
N
Z
・
J

へ・ω・吋
H
A
Y
ω
虫
コ
HMmwLNaH4・
J

円
・
印
N
∞咽己

2
・
戸

N
L
ω
N
N
知
ロ
《
】
∞
日
ロ
ロ
ω
ロ
〈
・
(
い
昨
日
刊

o
h
Z
・J
ヘ
・
・
N
品
品
〉
同
》
M
Y
U
2・吋山
V
0
・

b
z・J
「
・
ω
-
E
S
U
は
た
だ
ち
に
区
別
で
き
る
。
い
ず
れ
の
事
件
も
事

実
審
理
を
経
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
記
録
上
明
ら
か
に
当
該
建
物

は
道
路
に
面
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

「
本
来
的
に
危
険
」
な
性
格
を

ニューヨークチ1'1における不作為賠償責任 (2) 

有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
は
、
建
物
の
状
態
・
崩
壊
の

急
迫
性
に
関
す
る
認
定
さ
れ
た
事
実
お
よ
び
道
路
へ
の
近
接
性
を
勘
案
す
る

な
ら
ば
、
引
用
さ
れ
た
事
件
の
法
理
内
で
建
物
は
本
来
的
に
危
険
で
あ
っ
た

と
十
分
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
別
に
、
所
有
者
は
そ
う
い
っ
た
本
来
的
に
危
険
な

建
物
あ
る
い
は
公
的
ニ
ュ
l
叶
ン
ス
を
道
路
に
面
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
よ

り
、
市
は
そ
れ
を
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
除
去
す
る
よ
う
に

制
定
法
が
課
し
た
命
令
的
義
務

(
B
E
E
Zミ
E
q
)
に
違
反
し
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
原
告
は
、
こ
れ
ら
の
制
定
法
の
条
項
に
よ
っ
て
保

護
を
意
図
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ス
の
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
告
ら
は
そ
う
し

た
条
項
の
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
填
補
を
求
め
て
訴
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
」

川
本
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
市
の
行
政
機
関
が
建
物
崩
壊
に
よ

る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
、
道
路
に
面
し
て
存
す
る
老
朽
化
し
た
建
物
を
除

去
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
不
作
為
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
あ
る
い
は
公

的
ニ
ュ
1

サ
ン
ス
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
本
件
は
こ
の
問
題
を
積

極
に
解
し
、
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
〉
仏

E
E
2
E江戸、めの

aoえ

Z
2弓

J
P
H
r
・
ζ
己
己
主
o
c
d〈
丘
ロ
ロ
田

rzが
他
人
の
利
益
保
護
を
目
的
と

し
命
令
的
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
は

建
物
の
早
急
な
取
壊
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

同
本
件
の
射
程
距
離
本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①

〉
L
E
E
-
ω
円

S
Z誌
の
O
L
O
C同

Z
O
君
J

「

2
F
ロ向口一三日
L
o
巴
巧
0
2
5開
F
P
さ

の
下
で
発
生
し
た
事
件
で
あ
る
こ
と
②
的
建
物
が
道
路
に
商
し
て
い
て
伺

崩
壊
の
危
険
性
が
高
い
状
態
に
あ
り
、
本
来
的
に
危
険
な
媒
体
も
し
く
は
公
的

ニ
ユ
ー
ザ
ン
ス
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
③
以
上
の
事
実
を
行
政
庁
が
認
定

し
、
取
壊
し
の
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
@
行
政
庁
が
建
物
取

壊
し
の
手
続
き
を
ふ
ん
で
い
る
聞
に
事
故
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で

あ
る
。
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デ
イ
ビ
ス
(
同

-
n・
。
言
語
)
は
、

そ
の
著
書
〉
L
B
Z
5
2忠一
S
F
Z〈

、P
0
2
2
。ω
3
8
5
に
お
い
て
本
件
を
「
最
も
刺
激
的
な
事
件

2
3
2
H

胃
2
0
n
E
2
0
2
2
)」
と
評
価
し
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
る
。
「
裁
判
所

は
責
任
の
テ
ス
ト
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
個
人
ま
た
は
私
企
業
に
統
治



研究ノート

的
機
能
が
付
与
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
:
:
:
そ
れ
ら
は
違
反
に
つ
い
て
責
任

を
諜
せ
ら
れ
る
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
河
口
ロ
ro--事
件
の
決
定
は
正
し
い

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
法
理
は
、
代
理
人
が
特
定
の
危
険
状
態
を
認
識
し

た
以
降
に
な
お
統
治
団
体
が
過
失
を
有
す
る
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
事
例
に
限

定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
0

・
:
;
(
裁
判
所
の
意
見
が
!
注
)
正
し
い
と
す
る
な

ら
ば
、
調
査
官
が
銀
行
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ま
た
は
飛
行
機
の
危
険
状
態
を
発
見

す
る
こ
と
を
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
卜
に
悌
怠
す
る
と
き
に
は
、
統
治
団
体
は
責
任
を

負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

(E-
怠印
)
Q

一
九
七
二
年
の
〉
L
5
5
2可
R
F
S

戸
田
君
、
円
ぬ
と
・

ω正
・
に
お
い
て
は
「
本
件
の
法
理
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
拡
張

さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
制
限
を
う
け
な
い
な
ら
ば
多
く
の
適
用
が
可
能
で
あ

る
。
規
制
官
・
調
査
官
が
、
薬
・
食
料
品
・
銀
行
・
有
価
証
券
・
寧
事
計
画
・

条
約
ま
た
は
教
育
シ
ス
テ
ム
の
危
険
な
要
素
あ
る
い
は
欠
陥
を
発
見
す
る
こ
と

を
悌
怠
し
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
。

以
後
、
同
穫
の
裁
判
例
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

本
件
は
、
作
為
義
務
の
内
容
(
建
物
の
取
壊
し
)
が
「
目
的
・
手
段
的
思

考
」
に
よ
っ
て
行
政
官
が
採
用
し
た
政
策
の
関
東
的
執
行
の
遅
滞
に
す
ぎ
な
い

場
合
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
が
行
政
官
の
い
っ
た
ん
決
定
し
た
「
日
的
・
手
段
的

思
考
」
の
内
容
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
を
解
決
し
た
事
例
で
あ

る
。
遅
滞
の
内
容
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
本
件
に
お
い
て
論
点
と
さ
れ

な
か
っ
た
が
(
建
物
取
壊
し
に
関
す
る
法
律
上
の
手
続
を
考
え
る
と
本
件
遅
滞

は
合
理
的
と
の
印
象
を
う
け
る
て
そ
れ
は
本
件
が
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
型
で
あ
る

た
め
か
、
ま
た
は
我
国
で
い
う
予
見
可
能
性
説
を
採
用
し
た
た
め
か
等
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
空
屋
の
所
有
者
の
賠
償
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
∞

B
R
E
s
?

M
H
-
d
F
Z
O唱

JF同
r(υ

一G
Z
C
5
5間
〉

E
r
c
コミ"ロ
Z
・
J円
・
日
仏
品
ccw

N
A
C
Z
・J
円・∞
-
N
仏
同
町
(
広
田
ω
)
に
お
い
て
の
C
C
2
0同
〉
℃
同

w
g
r
o同
Z

・J
ヘ・

It. 

「
ニ
ュ
!
サ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
責
任
を
絶
対
的
責
任

と
す
る
先
例
は
河
口
ロ

Z-
事
件
で
あ
る
」
旨
判
示
し
た
原
審
を
破
棄
し
て

い
る
。本
件
の
特
殊
性
、
た
と
え
ば
空
屋
が
ニ
ュ

I
サ
ン
ス
と
さ
れ
る
の
は
ニ
ュ
l

ヨ
ー
ク
行
政
法
典
の
規
定
に
基
づ
く
こ
と
・
木
来
的
に
危
険
な
媒
体
と
さ
れ
る

た
め
ド
ド
は
厳
格
な
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
・
現
実
の
認
識
お
よ
び
義
務
の

引
受
け
等
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
り

2
2
の
問
題
提
起
に
は
否
定
的
に
符

え
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
、
道
路
内
の
管
理
責
任

本
稿
は
、
道
路
内
の
管
理
責
任
を
、
付
道
路
の
設
置
・
管
理
の
責
任
と

ω道

路
内
に
お
け
る
第
三
者
の
行
為
の
規
制
責
任
に
分
類
す
る
。

付
道
路
の
設
置
・
管
理
の
責
任

道
路
の
設
置
・
管
理
の
回
収
減
と
は
、
設
計
の
不
備
・
材
料
の
粗
悪
な
ど
設

計
・
建
造
に
不
完
全
な
点
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
後
の
維
持
・
修
繕
や
保

(
お
)

管
に
不
完
全
な
点
の
あ
る
こ
と
、
を
い
い
、
田
道
路
木
体
(
路
面
白
体
と
ト
ン
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ネ
ル
・
橋
・
渡
船
施
設
・
道
路
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
道
路
と
一
体
と
な
っ
て
そ

の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
札
慨
)
と
間
道
路
の
附
属
物
(
道
路
の
構
造

の
保
全
・
安
全
且
つ
円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要

な
施
設
又
は
工
札
航
)
の
も
の
が
存
す
る
。

回

道

路

本

体

ニューヨーク升!における不作為賠償責任 (2) 

「
事
故
の
発
生
が
法
定
巡
回
期
間
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
管
理
者
と

し
て
の
州
は
、
川
w落
石
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
現
実
の
認

識
を
有
し
、
開
土
砂
く
ず
れ
が
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
巡
回
を
怠

り
、
か
く
て
矧
路
上
の
障
害
物
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て

-ztEC
〈・

ω
S
F
U
1
H
Z・J
へ
・
∞
-

N《】

A
q
p
m
R
d
N吋
U

〉

司
M
M

・
。
2
・
吉
町
・

3
2・
吋
-
∞
-
M
門
一
∞
N司

(SA叶
)
が

あ
る
。回

E
E
:・
∞
仲
間
広
三
台
)

間
関
附
阿
国
一
九
四
四
年
一
二
月
二
四
日
早
朝
、

Z
合
唱
ペ

2
r
E
m
Zミ

列
。
巴
芯
由
当
を
車
で
走
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
築
堤
か
ら
道
路
上
に
落
ち

て
き
て
い
た
岩
石
の
か
た
ま
り
と
衝
突
し
て
自
動
車
に
損
傷
が
発
生
し
た
。

こ
の
土
砂
く
ず
れ
と
妨
害
物
の
警
告
を
な
す
標
識
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
落
石
を
警
告
す
る
標
識
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
争

い
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
障
害
物
の
北
一
四

O
Oフ
ィ
ー
ト
の
地
点
に
は

「
落
石
注
意
(
の

m
E
-
S
E切
。
若
田

z
c
h
E
一-
E出

mcnr)」
の
標
識
が
あ
っ
て
、

そ
の
北
一
二
五

O
フ
ィ
ー
ト
の
地
点
に
は
右
折
「
カ
l
プ
(
わ
E
2
0
)
」
の
ボ

タ
ン
リ
フ
レ
ク
タ

1
3
5
5ロ
B
F
2
0と
が
あ
っ
た
。
衝
突
直
前
の
原
告

の
寧
の
速
度
は
時
速
三
五
マ
イ
ル
で
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
は
つ
け
ら
れ
て
い

た
。
原
告
の
息
子
の
証
言
で
は
、
最
初
に
障
得
物
を
発
見
し
た
の
は
、
そ
の

北
二

O
か
ら
二
五
フ
ィ
ー
ト
の
距
離
で
あ
っ
た
。
原
告
の
主
張
内
容
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
料
道
路
の
西
側
に
あ
る
崖
の
切
断
面
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ン
ト
に
作
ら
れ
・
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
土
砂
く
ず
れ
の
原
因
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
特
に
、
土
砂
く
ず
れ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
道
路
・
寧

道
・
崖
の
切
断
面
を
作
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た

ω本
件
事
故
の
発
生
し
た
場
所
と
時
間
に
お
け
る
ど
し
ゃ
降
り
の
状
況
下
に

お
い
て
道
路
の
適
切
な
巡
回
を
怠
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
道
路
上
に
土
砂
く
ず

れ
の
堆
積
物
が
あ
る
こ
と
を
道
路
利
用
者
に
知
ら
せ
る
警
告
標
識
を
設
置
し

付
そ
の
堆
積
物
の
存
在
を

道
路
利
用
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
不
合
理
に
わ
た
る
問
、
放
置
し
て
い

た
こ
と
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
ρ

な
か
っ
た
こ
と
は
ネ
グ
リ
ン
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た

同
国
拠
は
原
告
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
州
に
は
訴
え
る
こ
と

「
道
路
が
不
適
切
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
認
定
を
立
証
す
る
証

北法33(1・191)191
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的
に
予
期
し
、
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
州
は
、
認
識
を
有
し
て
い
た
ど
し
ゃ
降
り
の
最
中
に
で
は
な
い
に

し
て
も
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
発
生
し
た
場
所
や
本
件
道
路
の
築

堤
の
調
査
を
僻
怠
し
た
こ
と
は
、
本
件
事
実
の
下
に
お
い
て
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ソ
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
U
9

ロ
ロ
。
ロ
可
〈

ω
Eお
u
E℃門担・

事
故
の
発
生
が
巡
回
期
間
(
一
二
月
一
日
か
ら
一
一
月
一
五
日
)
外
だ
と
い

う
こ
と
は
、
危
険
状
態
が
存
在
し
、
こ
の
こ
と
を
州
が
以
前
の
巡
回
期
聞
か

ら
現
実
に
ま
た
は
推
定
上
認
識
し
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
抗
弁
事
由
と
な

ら
な
い
。
州
内
向
ユ
〈
・

ω
S
F
N芯

Z
・
J円・印
8
・
H∞
2
・
同

e
E
g
N
U

(2) 

-円。ロ

3
4・∞片岡
F

E
司
円
山
岡
本
件
に
お
け
る
州
の
責
任
は
詰
求
裁
判
所
八

ニューヨ{ク什iにおける不作為賠償責任

条
・
以
前
は
一
二
条

a
項
の
下
で
生
じ
る
。

ω
g
r口広

A
q
-
T
E
H
P
E官
同

U

∞同
O
当
ロ
〈
・

ω同
国
片
町
(
片
君
。
門
出
富
田

)um--)E-

原
告
の
自
動
車
の
運
転
手
に
寄
与
過
失

(
n
S
E
E
Zミ

E
関
口
出

2
2
)

は
存
し
な
い
よ

川
本
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
巡
回
期
間
外
に
お
い
て
道
路
の

巡
回
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
か
く
し
て
、
本
件
道
路
上
の
障
害
物
の
存
在
を
通

行
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
い
う
不
作
為
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

本
件
は
、
こ
の
間
題
を
積
極
に
解
し
、
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
川
道
路

管
理
者
と
し
て
の
管
理
責
任
、
山
隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て
の
管
理
責
任
を
指

摘
し
、
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
は
例
道
路
管
理
者
と
し
て
安
全
性
確
保
義

務
・
最
終
的
に
は
道
路
閉
鎖
措
置
、

ω隣
接
財
産
所
有
者
と
し
て
危
険
の
特

告
・
防
護
柵
の
設
置
、
を
要
求
し
た
。
特
に
、
本
件
に
お
い
て
は
法
定
巡
回
期

間
外
に
お
い
て
も
、
事
故
の
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
巡
回
義
務
が

発
生
す
る
と
し
て
州
の
責
任
を
認
め
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。

仰
木
件
の
射
程
距
離
本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は

が
道
路
管
理
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
こ
と

① 
州、l

る
こ
と

②
落
石
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い

③
こ
の
事
実
を
現
実
に
認
識
し
て
い
た
こ
と

④
事
故
当
日
ひ
ど
い

雨
で
土
砂
く
ず
れ
が
予
想
さ
れ
た
こ
と

@
し
か
し
、
巡
回
を
怠
り

⑥
従
つ

て
、
路
上
の
障
害
物
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と

息
子
に
寄
与
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
o

M
円

⑦
原
告
の

認
容
例
に
は
特
に
参
考
と
な
る
も
の
は
な
い
。

(ロ)

棄
却
例
と
し
て
は
(
凶
)
河
口
ω
印〈・

Z
9弓

J
Pみ

ω冨
芯

己
H

門口毛田可

〉
E
F
C『
-qwMM仏

Z
・
Jへ・∞
-
N
L
ω
8・
2
8
N
)
(
H
F
)
ω
r
8
-
3
〈・

ω
g
g
c同

z・
Jへ
-w
∞
。
〉
回
以
Y
U守
'M門戸唱。
H
W
N
S
Z・
J円・∞
-N牛

N
S
(呂
田
∞
)
が
あ
る
。

ω
同
州

C由
回

〈

・

2
0耳

J
P円
r
ω
S
Z
吋

J
E
C若州
q
k
F
E
Y
-
H
-
q
z
g
N
)
は

道
路
上
の
石
に
自
動
車
唱
が
衝
突
し
た
事
例
で
あ
る
。
「
裁
判
所
が
決
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
イ
シ
ュ

l
は
、
〉
口
同
月
戸
O
ユ
G
が
道
路
に
存
す
る
落
石
の
危
険
状

況
を
放
置
し
て
い
た
の
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

北法33(1・193)193



研究ノート

と
に
尽
き
る
。
こ
の
問
題
に
積
極
に
答
え
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
危
険
な
状

況
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
〉

E
r
2
5
1
が
こ
の
状
況
を
認
識
し
て

い
た
こ
と
(
者
R
H
2
0ロ
足
。
関
口

m
m
E
0・
〈
己
ロ
ヨ
め
品
切
官
官

ω叶∞

2
2
G
)

を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

:
:
次
の
事
実
が
認
定
で
き
る
。
事
故
発
生
地
点
は
高
さ
四

O
フ
ィ
ー
ト
の
築

堤
に
隣
接
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
地
域
は
日
常
的
に

(Eコロぬ
ω
記

r
o
R

EF}可
阿
国
己
主
)
常
勤
職
員
に
よ
っ
て
継
続
的
に
巡
回
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

E
-
o
H
5
2
2
に
近
い
南
進
車
線

(}80)
上
の
落
石
に
関
す
る
唯
一
の
記
録

は
本
件
事
故
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
事
故
前
二
年
間
か
ら
事
故
後
六

カ
月
に
わ
た
る
期
間
内
で
の
同
種
の
事
故
は
、
原
告
の
事
故
以
降
二
カ
月
半
後

に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
危
険
状
況
の
証
拠
お
よ
び
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た

と
す
る
こ
と
の
証
拠
は
事
実
審
に
お
い
て
拠
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

提
出
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
き
、
本
裁
判
所
は
〉
E
Y
O
ロ
ミ
は
本
件
事
故
が

発
生
し
た
地
域
の
危
険
状
況
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
認
定
す
る
。
」

山
川

ω
Z
H
L
S
F
ω
g
Z
2
8∞
)
は
、
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
そ
の
結
果
原
告

が
け
が
を
し
た
事
件
で
、
ス
リ
ッ
プ
の
原
因
と
な
る
も
の
を
路
上
に
放
置
す
る

こ
と
は
州
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

「
事
故
の
現
場
近
く
の
道
路
に
そ
う
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
量
お

2 よ
コび
5' そ
也れ
宵が

歯，

Z撃
つニL
h の

E近
V高
立争

在t
な f:t

L;主
記的

録 G
上見
、向

原 B
告三

(1) 

::1 0 c 円

。門
出面
白ロ

ω
7
8円
相
吋
が
何
ら
か
の
理
由
で
運
転
操
作
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ
た
と
い
う

~t法33(1・ 194)194

こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

ま
と
め

以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

q
u
 

事
故
の
発
生
が
法
由
化
巡
回
期
間
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
管
理
者
と
し

て
の
州
は
、
落
石
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
現
実
の
認
識
を
有

し
、
土
砂
く
ず
れ
が
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
巡
回
を
怠
り
、
か
く
て
、

路
上
の
障
害
物
に
件
告
を
発
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賠
償
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
の
作
為
義
務
の
内
容
は
、
法
定
巡
間
期
間
外
で
あ
っ
て
も
危
険
が
合
理

的
に
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
巡
回
を
行
な
い
、
路
上
の
障
害
物
の
存
在
を
符

告
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

国

道
路
の
附
属
物

こ
の
類
型
に
お
け
る
事
案
の
態
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
た
め
便
宜
上
川
認
容

例
を
、
川
信
号
機
の
故
障
仲
司
c
一
ヨ
ヲ
盟
国
F
N
S
Z
-
ペ
'
N
a
-
s

ze
同・

M
L
S
(同
志
印
)
仙
交
通
標
識
の
不
存
在
お
よ
び
管
理
の
慨
怠
仲

〈
自
常
者
向
子

2
4
v
ω
S
H
O
W
N
a
z・
4
・
合
晶
、
見

Z
・
円

ML
ロ
∞
(
呂
ω∞)・

川
w
z
z
m
ω
戸
∞

g
F
S
H
Z・J
円・

4
2岨

g

z
・
開
・
邑
∞
N
N
2
8
0
)・
川
w

明
』

ωHBEHM
〈・

ωggwω

。ω
2・J
同
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a
u
y
H
O
ω
2・何
-
M
L
g
(呂
田
)
日
川
交

通
標
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の
不
十
分

M
W
切

R
E
戸

ω
Z
F
N由
吋
〉

3
・
u
z
-
N
2・
8

2
・

J

円・

ω・
注
目

5
・
色
ぷ
凶
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Z
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3
・
s

z・何・

ML
叶宮
(
H

定
品
)
一
川
道



路
閉
鎖
措
置
等
の
不
採
用
制
百
ロ
色
白
2ω
円『〈・

ω
E
F
N吋
H
4
・J
へ
-
E
叶
BW

臼印

2
・J
K
1

・∞
-
N
L
Nミ
3
2
0
)
に
、
帥
棄
却
例
を
川
交
通
標
識
の
不
存
在

川

W
C
2
2
5
r
〈・

ω
S
F
N
2
5
2・ム∞叶
w

尽也

Z
・
J

へ・∞

-
E
4
S

9
8
S
に
分
類
し
て
説
明
す
る
。
な
お
、
仮
説
的
命
題
は
本
類
型
で
は
説
明
前

に
掲
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

ラ刃
"'~、

仔¥1

容

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

ω信
号
機
の
故
障
仲
間

c-a〈・
ω
g
Z
は
信
号
機
の
故
障
が
交
差
点
に

お
け
る
衝
突
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
判
一
ぶ
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
同
附
阿
国
木
件
事
故
現
場
の
信
号
機
の
北
側
に
あ
る
信
号
が
事
故
前
日

の
午
後
二
時
一
二

O
分
前
に
焼
き
切
れ
て
い
た
こ
と
、
他
の
信
号
は
順
調
に
作

動
し
て
い
た
こ
と
、
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
事
故
当
日

l
l
一
九
四

O
年

八
月
四
日
・
午
前
一
一
時
1
1
に
本
件
原
告
明
乙
ミ
は
、
宮

g
身
の
車
が

交
差
点
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
の
は
気
が
つ
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
前
方
の

信
号
が
育
に
変
わ
っ
た
時
点
で
交
差
点
に
進
入
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
北
進
し

て
き
た
た
め
に
赤
信
号
を
示
し
て
い
な
い
信
号
機
を
見
て
交
差
点
に
進
入
し

て
き
た
宮

g
身
の
車
に
追
突
さ
れ
、
原
告
の
車
は
転
倒
、
傷
害
・
物
損
事

故
が
発
生
し
た
。

阿
国
「
車
両
お
よ
び
交
通
法
七
条

(
E
E
O
叶
C

ご
Z
F
E口
]
巾
出
豆

、H
，
E
R口
C'F(UCEd--
戸
2
3
ハド
J

戸
)
に
よ
っ
て
、
立
法
府
は
州
交
通

委
員
会

(ωE芯
吋
同
国
自
円
。

c
B
2
5
0ロ
)
を
設
置
し
、
そ
の
職
務
を
定
め

て
い
る
。
本
条
九
五

a
に
よ
る
と
「
州
交
通
委
員
会
は
、
州
に
よ
り
管

理
さ
れ
る
州
道
上
あ
る
い
は
州
道
に
治
う
す
べ
て
の
信
号
機
・
信
号
の
型
、

位
置
、
設
置
、
管
理
、
除
去
を
規
制
す
る
権
限
お
よ
び
義
務
を
有
し
、
す
べ

て
の
そ
う
し
た
信
号
機
・
信
号
は
今
後
州
の
費
用
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
。

(
強
調
付
加
)

0
」

(
U
O
E
円丹

c
h
Q田
一
ヨ
叫
に
よ
る
事
実
認
定
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

C
ロ
宮
口
河
口
出
仏
お
よ
び
信
号
の
管
理
は
、
本
件
事
故
が

発
生
し
た
一
九
四

O
年
八
月
四
日
の
約
四
年
前
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ
、

土
木
局
道
路
部

(
U
4
R
5
0
2
0同
}
u
z
r
f

J
J『

G
H
r
m
w

百
三
巴
C

口
三
回
同
開
r
司
ミ
ω)

に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

道
路
・
信
号
機
を
巡
回
し
、
適
切
に
作
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
、

し
か
ら
ざ
る
場
合
に
は
州
道
路
局

3
g
g
回目
m
y
君
主
ロ
名
目
立

5
2乙
に

報
告
す
る
こ
と
が
〉

s
r
2
2
村
警
察
の
義
務
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

記
録
上
の
事
実
に
基
づ
く
・
な
ら
ば
、
:
:
:
信
号
機
の
電
球
の
故
障
は
1
i
l

少
な
く
と
も
事
故
の
二
一
時
間
前
ま
で
に
は
取
換
え
ら
れ
な
か
っ
た

l
lネ

グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
管
理
の
明
白
な
証
拠
で
は
な
い
、
と
法
律
問
題
と
し
て
ル

北法33(1・195)195

ー
ル
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
信
号
の
故
障
お
よ
び
そ
の
発
見
の

慨
怠
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
管
理
の
明
白
な
証
拠
で
あ
る
と
想
定
す
る
な
ら

ば
、
州
が
電
球
の
取
換
え
の
た
め
に
行
な
っ
た
処
置
の
立
証
に
よ
っ
て
そ
れ

が
反
証
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
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本
件
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
岡
山
わ
れ
る
事
実
は
、
①
信
号
機
・
信
号
の
設

置
・
管
理
が
制
定
法
上
明
示
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

②
当
該
交
差

点
に
お
け
る
信
号
機
の
必
要
性
を
行
政
庁
が
認
め
て
い
る
こ
と

③
信
号
機
は

運
転
手
に
信
頼
を
生
じ
さ
せ
る
性
栴
を
有
す
る
こ
と

④
信
号
機
の
故
障
と
事

放
の
発
生
の
聞
に
は
少
な
く
と
も
一
一
一
時
間
の
間
隔
を
経
て
い
る
こ
と
、
で
あ

る
。
作
為
義
務
の
内
的
行
と
し
て
は
、
信
号
機
の
適
正
な
作
動
を
確
認
す
る
た
め

に
道
路
守
巡
回
し
、
故
障
し
て
い
る
場
合
に
は
た
だ
ち
に
修
理
す
る
こ
と
、
が

要
求
さ
れ
て
い
る
。

同
交
通
標
識
の
不
存
在
お
よ
び
休
日
現
の
際
立

川

W

」ペ

g
r
当白
}
r
t
d〉

ω
g
g
(同
甲
山
∞
)
は
減
速
標
識
の
不
在
が
本
件
衝

突
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
同
附
阿
国
本
件
事
故
現
場
は
、
南
北
に
走
る
鉄
道
の
下
を
通
る
地
下
道

官
円
丘
町

S
L
己
口
伝
門
司
自
ω
2
M
釦

m
g
Z
玄
関
『
ミ
ミ
)
で
あ
る
。
原
告
は
東

西
に
走
る
こ
の
地
下
道
の
西
約
1
/
4
マ
イ
ル
に
位
置
す
る
丘
か
ら
時
速
二

五
1

一二

0
マ
イ
ル
で
本
件
現
場
に
近
づ
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
急
な
カ
l
ブ
を

ま
が
っ
た
時
点
で
地
下
道
へ
対
向
車
が
進
入
す
る
の
を
発
見
し
た
。
原
告
は

地
下
道
の
道
一
仰
が
二
台
分
あ
る
の
か
ど
う
か
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
ブ
レ

ー
キ
を
か
け
て
停
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
霧
が
降
っ
て
い
た
た
め
も
あ
っ
て

か
、
ス
リ
ッ
プ
し
対
向
車
と
衝
突
し
た
。

〉
}
】
同
)
冊
一
}
同
お
り
Z
Z
Zロ
(
N
E
九除去
y

H

)

守・

N
M内
r
N
2・J
同・

ω
-
M仏
阜
、
吋
叶
)

の
多
数
意
見
は
、
地
下
道
か
ら
六
四
七
フ
ィ
ー
ト
、
車
道
の
南
端
か
ら
七
フ

北法33(1・196)196

ィ
i
ト
・
八
イ
ン
チ
の
位
置
に
「

J
F
E
E
m
w
何
言
語
」
の
標
識
、
地
下
道

の
西
四
九
八
フ
ィ
ー
ト
・
四
イ
ン
チ
、
道
路
端
か
ら
七
フ
ィ
ー
ト
・
二
イ
ン

チ
の
位
置
に
「
ゎ

2
5目
l
ω
Z
G
(
U
5
4
0
1
Z
2
8当

C
ロ
含

4
2
m」

の
標
識
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
唯
一
の
反
対
立

見
は
請
求
を
認
容
し
た
わ
O
C
2
0
同

(UE自
由
の
次
の
事
実
認
定
を
重
視
す

る
。
す
な
わ
ち
、
州
は
地
下
道
の
入
口
お
よ
び
西
側
ア
パ
ッ
ト
メ
ン
ト

(白

r
R
8
8円
)
の
五
フ
ィ
ー
ト
西
に
「
巴
C
耳
」
の
リ
プ
レ
ク
タ
1

型
の
標
識

を
設
置
し
て
い
た
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
本
件
事
故
発
生
の
直
前
の
夏
期

に
「
東
方
向
へ
の
自
動
車
が
地
下
道
で
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
壊
れ
、
そ
の
う
ち

の
何
ム
口
か
は
「

ω-c宅
」
の
標
識
を
倒
し
た
と
い
う
事
故
が
あ
っ
た
」
、
「
事
故

の
数
週
間
前
に
東
方
向
へ
の
自
動
車
が
南
側
の
ア
パ
ッ
ト
メ
ン
ト
(
寸
江
(
ぽ
。

与
三
日

gH)
に
突
っ
込
ん
で
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
た

Z
F乏
の

標

識
を
壊
し
、
曲
げ
て
し
ま
っ
た
」
、
「
こ
の
よ
う
な
標
識
は
修
理
さ
れ
ず
に
、

事
故
の
夜
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
」
、
「
本
件
事
故
の
二
日
前

l
一
九
三
五
年

一
O
月
一
二
日

l
に
二
件
の
事
故
が
あ
り
、
「
包
otこ
の
標
識
を
出
帆
し
た
」
、

「
と
う
し
た
状
況
は
一
九
一
二
五
年
一

O
月
五
日
に
州
巡
回
員
に
認
識
さ
れ
た

け
れ
ど
も
、
何
ら
の
処
置
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
認
定
で
あ
る
o

noロ
ユ
え
〉

RMS-∞
え

Z
O司
ペ
D
長
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。



同
国
「
証
拠
に
よ
れ
ば
、
道
路
は
事
故
現
場
地
点
に
お
い
て
異
常
に
危
険

で
あ
っ
て
、
本
件
事
故
以
前
に
設
置
さ
れ
・
破
壊
さ
れ
た
標
識
を
再
設
置
す

る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
い
う
認
定
を
支
持

で
缶
、
る
。
」

本
件
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
本
件
事
故
現
場
に
は

交
通
標
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
行
政
庁
の
判
断
が
介
在
し
て
い
る
こ
と

本
件
事
故
現
場
で
事
故
が
多
発
し
て
い
る
こ
と

③
交
通
標
識
の
不
在
は
こ
れ

ら
の
事
故
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

④
行
政
庁
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
現

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

突
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
は
、
交
通
標

識
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
早
急
に
再
設
置
す
る
こ
と
、
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。

2
5
m
〈・

ω
g
5
3
2
0
)
は、

一
時
停
止
標
識
の
管
理
の
慨
怠
が
本
件

U
W
 

衝
突
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
関
附
岡
国
本
件
事
故
現
場
で
あ
る
交
差
点
に
は
一
時
停
止
標
識
が
設
置

さ
れ
て
い
た
が
、
倒
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
雑
草
が
お
い
茂
っ
て
い
た
た
め
に

五
O
フ
ィ
ー
ト
前
方
か
ら
は
よ
く
見
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
州
は
一
時
停

止
標
識
と
交
差
点
の
危
険
な
状
態
に
つ
い
て
事
故
発
生
以
前
か
ら
現
実
の
認

識
を
有
し
て
い
た
。
車
両
お
よ
び
交
通
法
(
〈

orrr
向
ロ
仏
吋
岡
田
虫
ロ
〉
n
H
)

は
、
標
識
は
少
な
く
と
も
五

O
フ
ィ
ー
ト
の
距
離
か
ら
は
っ
き
り
見
え
る
よ

う
に
管
理
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

〉同)同
MO--ω
芯
同
)
一
三
ω-cロ
(
凶
叶
由
〉
2
v
-
U
2・
ω
。0・
宏
之
・
J

へ・∞
-Nιω
叫
h
p
)

は
、
一
時
停
止
標
識
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
は
本
件
事
故

の
近
接
的
原
因
で
は
な
い
こ
と
、
標
識
の
設
置
・
符
斑
は
州
交
通
委
民
会
の

裁
量
事
項
で
あ
っ
て
法
律
は
命
令
的
(
自
自
己
完
o
ミ
)
で
な
い
こ
と
を
理
由

と
し
て
請
求
を
認
容
し
た
、

(
U
D
E
Z
C

問。r
-
B
ω
(
H
E
Z】切円・

au白
吋

Z
・

② 

ペ
∞

-
E
S
S
を
破
棄
す
る
。
ハ
UO恒
三
三
〉
宅

g
r
c同
Z
O
若
ペ

o
F

は
わ

c
R
T
)町
(
U
Z
5
ω

を
支
持
す
る
。

同
国
「
わ
2
2
0同〔

U
E
E
は
、
数
カ
月
前
よ
り
本
件
現
場
に
お
い
て
標

識
は
全
く
な
い
に
等
し
か
っ
た
し
、
第
一
一
運
転
手
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
代

替
的
原
因

(
E宮
町
古
監
ロ
ぬ

E
E凶
叩
)
を
構
成
す
る
よ
う
な
異
常
な
性
約
を
有

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
支
持
す
る
証
拠
が
あ
る
と
い
う
理
由
で

原
告
を
勝
訴
さ
せ
た
。
確
定
す
る
。
」

木
件
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
本
件
事
故
現
場
に
は

交
通
標
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
行
政
庁
の
判
断
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
②

本
件
現
場
の
標
識
の
状
態
が
不
在
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
現
実
の
認

識
が
存
在
す
る
こ
と
③
第
三
運
転
手
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
代
替
的
原
因
を

構
成
す
る
よ
う
な
異
常
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ

る
、
本
件
は
付
〈

g
含
d
ぐ
と
r
o
H
J
?
ω
Z
5
と
比
較
す
る
と
か
な
り
広
く
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州
の
責
任
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
件
は
、
原
告
の
優
先
通
行
権
を

無
視
し
て
第
二
運
転
手
が
交
差
点
に
進
入
し
て
き
た
た
め
に
発
生
し
た
事
故
で

あ
り
、
交
差
点
の
危
険
性
を
交
通
委
員
会
の
標
識
設
置
に
よ
り
認
定
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
質
的
に
は
①
と
②
の
要
件
の
存
在

が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

川

WHU出回片岡出血ロ〈・

ω
Z
5
8
ω

之・
J

円・

s
r
s
u
z・
同
-
記
忠

(HSH)

は
設
置
し
た
一
時
停
止
標
識
を
除
去
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
こ
と
が
衝
突
事

故
の
原
因
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
関
例
剛
国
「
本
件
事
故
現
場
で
あ
る
交
差
点
に
は
、
事
故
の
数
年
前
ま
で

一
時
停
止
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
一
九
四
四
年
の
交
通
調
査
官
民
出
円

2
2
4
)
後
に
除
去
さ
れ
、
以
後
は
設
霞
さ
れ
な
い
で
い
た
。
ト
ラ
ッ
ク
の

運
転
手
と
自
動
車
の
運
転
手
の
双
方
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
結
果
と
し
て
事

故
が
発
生
し
た
。
原
告
は
、
本
件
交
差
点
に
一
時
停
止
襟
識
・
信
号
機
そ
の

他
の
交
通
信
号
を
設
置
・
管
理
し
な
い
の
は
危
険
で
あ
る
こ
と
、

一
時
停
止

標
識
を
除
去
す
る
決
定
は
浴
意
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
。

わ
0
5同
三
〉
同
)
匂
g
F
(
N
a
〉目
M
H
Y
U
Z
-
Y
H
C
N
2・J
円・

ω
・
N仏
喧

N印
)
は

(
U
2
2
c同
白
色
自
由
(
判
例
集
未
登
載
〉
の
請
求
認
容
を
破
棄
す
る
。
そ
の

理
由
は
、

一
時
停
止
標
識
の
除
去
は
そ
の
設
置
・
除
去
に
つ
い
て
判
断
・
裁

量
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
州
交
通
委
員
会
の
意
識
的
な
決
定
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
可
法
審
査
の
対
象
と
は
な
り
得
て
も
浴
意
的
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
取
消
す
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、
ネ
グ
り
ジ
ェ
ン
ス
の
責
任
を
問
う
こ

と
も
で
き
な
い
、
ま
た
、
交
差
点
の
危
険
性
の
軽
減
・
特
定
事
故
の
防
止
の

役
割
を
一
時
停
止
標
識
が
果
す
と
い
う
事
実
は
記
録
上
存
し
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
。
。
口
三
え
〉
沼
田
川

g
r
え

Z
O
司
ペ
ミ
r
は
わ
G
5
2
0向

。
EBω
の
判
一
万
を
支
持
す
る
。

阿
国
「
証
拠
は

C
Z
E
E
-
2
2
の
認
定
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
〉

Zo--巳
O
O
Z
E
-ロ
の
判
示
を
破
棄
し
、
。
2
2
0
H
白
色
目
ω

の
判
示
を
本
裁
判
所
と
〉
問
者
色
Z
S
U
E
-内
)
ロ
の
裁
判
費
用
と
と
も
に
確

定
す
る
。
」

本
件
の
詳
細
は
の
2

2
え
の

E
B聞
の
判
例
が
判
例
集
に
載
っ
て
い
な
い

た
め
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
重
要
と
岡
山
わ
れ
る
事
実
は
、
前
に

紹
介
し
た
例
制
と
異
な
り
、
本
件
交
差
点
に
一
時
停
止
標
識
が
存
在
し
な
い
の

は
交
通
委
員
会
が
不
必
要
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
件
は
行
政
庁
の
裁
量
自
体
を
裁
判
所
が
審
査
し
不
適
切
と
判
断
し

た
事
案
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

ω
Z
E
ω
戸

ω
Z
Z
と
比

較
し
て
も
格
段
に
救
済
の
範
囲
を
広
げ
た
も
の
で
あ
る
。

…
川
，
交
通
標
識
の
不
十
分

仙
川
∞

2
5
戸

ω
Z
Z
(同
喝
な
)
は
、
小
さ
な
減
速
(
乙
0
4
)
の
標
識
で
は
本

件
事
故
現
場
に
不
十
分
と
判
示
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
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間
同
附
阿
国
本
件
事
故
現
場
は
鉄
道
会
社
の
管
理
す
る
橋
と
州
道
が
接
続

す
る
筒
所
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
鉄
筋
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
橋
板
が
敷
か
れ

がて
、L、
西7，
倶ij 古

品要
子両
主側
又の
え太

て製
いの
た制

実字
企1: !土
t土士

布製
りの

ご喜
てぞ

不支
!/;!:え

定ら
でれ
あて

つい
わ tこ

道
路
は
橋
の
北
側

(
5
2
F
R守

g仏
え
子
。
智
正
問
。
)
ま
で
は
少
な
く

と
も
一
二

0
0
マ
イ
ル
は
直
進
で
、
橋
の
北
側
は
下
り
坂
で
カ
l
ブ
に
な
っ

て
お
り
、
傾
斜
度
は
二
・
七
か
ら
四
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
ー
ブ
は
始
ま
り
の

六
O
フ
ィ
ー
ト
の
八
度
か
ら
橋
の
北
端

C
C
2

ロ
C
円
F
c
h
同

Z
Z
E宮
)

の
二
八
度
ま
で
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
専
門
家
に
よ
っ
て
非
常
に
急
な
カ

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

-
プ

(za
岳
民
間

V
2円
〈
ぬ
)
と
述
べ
ら
れ
た
。
橋
の
北
側
は
最
近
ク
レ
オ

ソ
ー
ト
処
理
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
板
で
張
り
変
え
ら
れ
て
お
り
、
事
故
当
日
ス

リ
ッ
プ
し
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
ο

橋
の
北
約
一
四
フ
ィ
ー
ト
の
地
点

に
は
「
注
意
・
六
ト
ン
以
下
(
者

R
E
Z
E
C
D
m
g
r
)」
の
標
識
、
さ
ら

に
二
三
フ
ィ
ー
ト
北
に
は
「
減
速
な
}
己
主
」
の
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

一
九
三
四
年
八
月
一
一
一
日
、
被
害
者
は
北
方
向
か
ら
時
速
一
二

O
か
ら
三
五
マ
イ

ル
で
橋
に
向
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
対
向
車
が
き
た
た
め
に
、
率
を
右
に
よ

せ
て
橋
を
渡
ろ
う
と
し
た
。
両
事
は
橋
の
北
側
か
ら
三
フ
ィ
ー
ト
の
と
こ
ろ

で
接
触
す
る
こ
と
な
く
す
れ
ち
が
っ
た
が
、
被
害
者
の
寧
が
対
向
車
の
運
転

手
の
視
界
か
ら
消
え
た
際
に
、
衝
突
が
発
生
し
て
、
被
害
者
ら
の
車
は
橋
の

北
側
に
近
い
西
側
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
突
き
破
っ
て
下
の
谷
間
に
落
ち
、
乗
客

二
人
と
も
死
亡
し
た
。

(
U
G
ロ
コ
え
の
F
-
B
ω
(ロ
∞
忠
広
口
-
N
P
3
2・J
円・

ω・
M
L
U
H
H
)

は、

本
件
事
故
は
道
路
が
ス
リ
ッ
プ
し
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
原
因
で
は
な
く
、
被
害
者
の
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
と
運
転
技
術
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
訴
え
を
棄
却
す
る
。
〉
官
官
{
{
伊
丹

m
O
2
E
S

は
次
の
よ
う
な
理
由
で
原
審
判
示
を
破
棄
す
る
。

阿
国
「
州
に
は
橋
自
体
を
管
理
す
る
義
務
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
、
ス
ピ
ー
ド
・
距
離
に
関
す
る
さ
さ
い
な
誤
算
、
あ
る
い
は
、
運
転
手
の

誤
り
が
死
亡
に
結
び
つ
く
よ
う
な
危
険
を
は
ら
ん
だ
状
況
を
作
出
し
て
い

る
、
下
り
坂
・
急
で
複
雑
な
カ

l
プ
・
朽
ち
た
欄
干
・
深
い
谷
間
・
道
路
と

橋
板
の
ス
リ
ッ
プ
し
や
す
い
状
態
を
南
進
す
る
通
行
者
に
十
分
知
ら
せ
る
こ

と
を
怠
っ
た
こ
と
を
免
責
す
る
も
の
で
は
な
い
。

回町民ロ
mw

に
こ
の
危
険
を
知
ら
せ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
小
さ
な
「
減
速

(ω
一G
者
)
」
の
標
識
は
、

通
行
者
に
対
し
て
そ
う
し
た
危
険
筒
所
に
近
づ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
に
は
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
。

(220)」
・
「
危
険

2
2崎
町
円
)
」
あ
る
い
は
「
狭
い
橋
(
ロ

R
Z当
官
三
官
)
」

の
標
識
は
存
し
な
か
っ
た
。
舗
装
さ
れ
た
州
道
を
時
速
三

O
ま
た
は
一
二
五
マ

「カ
l
プ

イ
ル
で
走
行
す
る
こ
と
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
減
速
標
識
が
存
在
し
て
も

不
合
理
な
ス
ピ
ー
ド
で
は
な
か
っ
た
。
:
:
:
こ
れ
ら
の
危
険
に
つ
い
て
の
讐

告
を
怠
っ
た
と
い
う
州
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
本
件
事
故
の
近
接
的
原
因
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研究ノート

(
唱
門

O
H
-
自由件。

2
5ぬ
)
で
あ
っ
た
。
」

本
件
に
お
い
て
丞
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
本
件
橋
の
管
理
権
は
鉄
道
会

②
本
件
現
場
は
死
亡
事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
こ

社
に
あ
る
こ
と

③
行
政
庁
の
判
断
に
は
、
カ
ー
ブ
・
危
険
・
狭
い
橋
の
標
識
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

側
道
路
閉
鎖
措
置
等
の
不
採
用

川

W
E
E
P
-
m与
ぐ
・

ω
S
5
2
s
o
)
は
道
路
閉
鎖
等
の
措
置
を
採
用
し
な

か
っ
た
こ
と
が
本
件
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
同
附
附
因
。
o
E
c
h
k
t
官
官
舎

(
S
2
・J
へ・立

8
8・
S
E
E窓

口
Z
E
Cロ
(ωN
〉℃同
Y
U
M〈・

N
仏
∞
申
凶
切

ω

。N
2
・
ペ
-
ω
-
N
仏

5
5
)
は
と

も
に
わ
O
Z
2
0同
白
色
自
由
(
印
∞
宮

-
2・N
【同

HO吋
ι
・
8
H
Z・J
ヘ・∞
-
M
L

∞
ω

。)

と
を
支
持
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
の
口
広
三
え
色
白
山
富
田
の
判
例
を
取
り

上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

本
件
現
場
の
高
速
道
路

(
F
E君
主
)
に
は
事
故
発
生
前
に
ス
モ
ッ
グ
(
日

2
5
Z
E己
cu
丘
町
c
m
g島

ω
B
D
Z
1
5
h
O
R
E
Z
S
J
g
d間
三
)
が

た
ち
こ
め
、
視
界
は
事
実
上
ゼ
ロ
に
等
し
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
状

況
は
一
九
六
四
年
一
一
月
四
日
の
二
週
間
程
前
か
ら
継
続
し
て
い
た
こ
と
、

そ
の
た
め
に
数
回
の
事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
こ

の
状
況
を
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
一
九
六
回

年
一
一
月
四
日
・
午
前
一
時
頃
、
原
告
ら
が
本
件
高
速
道
路
を
時
速
約
六

O

か
ら
六
五
マ
イ
ル
で
走
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ス
モ
ッ
グ
の
た
め
に
急
に
視

界
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
ら
は
速
度
を
時
速
約
五
マ
イ
ル
に

し
て
、
止
ま
っ
た
り
、
進
ん
だ
り
し
な
が
ら
走
っ
て
い
た
が
、
赤
色
燈
(
円
旦

Z
出

0
2
5
5
を
よ
け
よ
う
と
し
て
右
に
鋭
く
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
時
に
ト

ラ
ッ
ク
と
衝
突
し
た
。
原
告
ら
は
、
帥
耳
目
告
標
識
が
不
十
分
だ
っ
た
と
主
張

し
た
。
岡
国
と
は
で
き
な
い
。
:
:
・
ス
モ
ッ
グ
の
状
態
は
訴
え
の
対
象
と
な
っ
た
事
件
の

「
:
:
:
本
訴
に
お
い
て
は
、
警
告
の
要
素
は
訴
え
の
理
由
と
す
る
こ

発
生
以
前
に
原
告
ら
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
原
告
ら
に
と
っ
て

の
唯
一
の
有
効
な
訴
え
の
理
由
は
、
危
険
区
域
の
交
通
を
護
送
す
る
と
か
、

危
険
が
過
ぎ
去
る
ま
で
高
速
道
路
の
危
険
区
域
を
閉
鎖
す
る
こ
と
を
被
告
が

怠
っ
た
と
い
う
よ
う
な
他
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

同
氏
話
可
の
事
故
は
刻
一
口
仏
国
巴

zrの
事
故
が
起
き
る
少
な
く
と
も
二
時

間
前
・
午
後
一
一
時
頃
に
発
生
し
た
。
州
警
察
は
巴
白

2
4
の
事
故
を
調

査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
モ
ッ
グ
に
よ
る
極
め
て
危
険
な
走
行
状
態

(
命
阿
片
岡

O

自
己
可
弘
知
ロ

m
o
g
E
仏
ユ
三
口

m
gロ仏昨日
C
ロ
)
お
よ
び
約
二
マ
イ
ル
に

わ
た
っ
て
存
在
し
た
視
界
ゼ
ロ
の
状
況

(
g
B唱
Z
Z
F与
え

三

ωHE--昨芝

生
十
分
認
識
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
高
速
道
路
の
当
該
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区
域
の
完
全
な
閉
鎖
、
ス
モ
ッ
グ
発
生
区
域
の
通
行
禁
止
ま
た
は
舎
祭
の
指

示
お
よ
び
保
護
の
下
に
ス
モ
ッ
グ
の
中
の
交
通
を
護
送
す
る
こ
と
が
州
警
察

の
義
務
で
あ
っ
た
。

本
裁
判
所
は
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
認
定
す
る
け
れ
ど
も
、
:
:
・
原
告

ELD-同
HNFEr-明
ロ
ゲ
も
ま
た
寄
与
過
失

(
n
g
E
E
gミ
ロ
書
出
向
。

Eno)

の
責
が
あ
る
と
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
・
彼
は
こ
の
状
況
下
で
は

安
全
性
を
欠
く
ス
ピ
ー
ド
で
走
行
し
て
い
た
し
、
車
を
適
切
に
操
作
し
な
か

っ
た
、
と
い
う
の
が
唯
一
の
合
理
的
な
結
論
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
原
告
宮
山
内
ア
『

-
E
E
F
2与
の
寄
与
過
失
に
つ
い
て
の
立
証

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2)

は
な
い
。
夫
と
一
絡
に
草
に
乗
っ
て
、
異
議
を
は
さ
ま
な
い
と
い
う
行
為
は

事
故
お
よ
び
彼
女
の
け
が
に
貢
献
し
た
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
す
る
、
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
創
っ
た
非
常
事
態
に
遭
遇
し

た
の
で
は
な
い
。
危
険
区
域
を
脱
し
て
非
常
事
態
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と

自
体
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
は
な
か
っ
た
J

本
件
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
実
は
、
①
高
速
道
路
の
視
界
が
ほ
ぼ
ゼ

ロ
で
あ
っ
た
こ
と
②
こ
の
状
態
が
二
週
間
程
前
か
ら
継
続
し
て
い
た
こ
と

③
そ
の
た
め
数
回
の
事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と

④
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
こ

の
状
況
を
十
分
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
本
件
で
は
作
為
義
務
の
内
容

と
し
て
、
危
険
区
域
の
交
通
を
護
送
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
高
速
道
路
の
危
険

区
域
を
閉
鎖
す
る
こ
と
、
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

(ロ)

却

例

棄

川
刊
の
ロ

sizyd「・
ω
Z
8
(
H甲
山
仏
)
は
交
通
標
識
の
管
理
悌
怠
事
例
で
あ
る

が
、
も
う
一
方
の
運
転
手
の
重
大
な
過
失
(
関
門
口
出
ω

ロO
悶

E
E口
問
)
が
代
替
的

原
因

(E℃
0
2
2
5
m
2
5
0
)
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

間
同
州
岡
国
本
件
事
故
現
場
は
州
道
上
の
交
差
点
で
あ
る
。
こ
の
交
差
点

の
北
約
四

O
フ
ィ
ー
ト
の
地
点
に
一
時
停
止
岡
山
設
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
五
二
年
七
月
一
日
に
は
倒
れ
て
お
り
、
南
へ
向
か
う
通
行
者
に
は
確
認

で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
ο

こ
の
状
態
は
少
な
く
と
も
一
九
五
二
年
七
月
一

一
一
日
か
ら
継
続
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は

(Z
と
]
E
8
5
5
0
3
四
週
間
ほ

ど
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
州
が
推
定
上
の
認
識
を
有
す
る
に
十

分
な
期
間
で
あ
る
。
北
か
ら
本
件
交
差
点
に
進
入
し
て
き
た

ω日
正
足
立
と

東
か
ら
の
原
告
の

5
2
Z
F
が
衝
突
し
た
。
原
告
は
、
標
識
が
倒
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
現
実
の
で
は
な
い
に
し
ろ
推
定
上
の
認
識
を
有
し

た
の
ち
に
、
停
止
標
識
を
立
て
直
す
と
か
、
適
切
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
を

立
っ
た
こ
と
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。

岡
国
「
本
件
の
核
心
は
、
事
故
の
近
接
的
原
因
(
匂

5
5
5
H
0
8
5
0
)
は

何
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
。
我
々
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は

ω
B
r
a

北法33(1.201)201

Z
2
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
運
転
で
あ
っ
た
。

原
告
ら
は
こ
れ
ま
で
に
州
が
道
路
上
の
事
故
に
関
し
て
責
任
を
認
め
ら
れ
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た
事
例
に
依
拠
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
交
通
標
識
・
信
号
が
不
在
の
場
合

何
回
三
自
由
ロ
〈

-
T
E
m
-
S印
H
w
u
o
u
z・
Jヘ・

3
r
H
O
U
2・同
w-
注

目

岳

山

〈
白
ロ
ハ
r
s
E「
め
門
戸

ω
g
g
w
S
ω
∞
w
N
a
z
.
Jヘ・

8
P
ロ
Z
・
HW・
N仏

HN竺
不
十
分
の
場
合
切
2
5
ぐ
・
虫
色
0

・
5
主唱

N
S
Z・1
円・∞叶
N

S

戸
開
・

2
a
r
故
障
の
場
合
司
c
-
2
F
ω
Z
F
H申
仏
印
唱

N由
品

2
・
Jべ・

当日
-
S
Z・開
'
E
S
u
管
理
を
怠
る
場
合

2
5由ぐ・

ω
S
5・
5
8・
uoH

Z.JR1.
吋∞∞

.
8
2
.
開・

M
L
S
N
で
あ
る
。

引
用
さ
れ
た
事
件
の
中
で
は
、

適
合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ZEωω
〈・

ω
g
g
が
最
も
原
告
の
主
張
に

し
か
し
、

Z
C
2
2
2
9
8
沼
宮
内
・
∞
∞
-
∞
吋

2
・
J同・

ω・
M
m
凶
呂
∞
〕
に

お
い
て
は
、
南
進
の
車
は
「
通
っ
た
こ
と
の
な
い
郡
道
を
、
夜
に
、
聖
書
会

か
ら
妻
と
子
供
を
乗
せ
て
帰
宅
す
る
大
会
社
の
重
役
で
あ
る
」
皆
巧
ヨ
ペ
に

よ
っ
て
運
転
さ
れ
て
い
た
。
∞
州

2
3円
は
「
道
路
の
両
側
に
気
を
配
り
、

交
通
信
号
に
注
意
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

交
差
点
直
前
に
な
っ
て

Z
E訟
の
率
の
ラ
イ
ト
が
見
え
る
ま
で
交
差
点
に

近
づ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
十
分

な
停
止
距
離
は
な
い
と
考
え
て
、

z
z
g
の
車
と
の
衝
突
を
避
け
る
た
め
に

ス
ピ
ー
ド
を
あ
げ
、
そ
の
前
を
横
切
ろ
う
と
し
た
。
」
〔
N
芯
〉
司
℃

-uz-

ω
2・
宏
之
・

Jヘ・

ω
-
E
U
3・〕

ω
B
X
E
2
は
∞
ω耳
石
岡
と
は
違
っ
て
、
日
中
に
、
交
差
点
に
近
づ
い
て

い
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
運
転
し
て
い
た
。

ω
E
r
r
mえ
の
行
為
を
審
理

しす
る
のに
ちあ
当た
再つ
円

r て
の上

車!三
tこ泊i
-1--， << 
じた
つよ

li う
い Iヰ

軍彼
工は
た不
も症
の応
でに
あ交
る主主
J 点

進
入

本
件
に
お
い
て
重
要
と
忠
わ
れ
る
事
実
は
、
①
∞

B
U
Z
Z
が
交
差
点
に
近

づ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
②
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
よ
う
と
も
し

な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

一
方
の
運
転
手
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
代
替
的
原
因
で
あ
る
と
し
た
本
件
の

重
要
事
実
が
①
と
②
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
り
45ω
〈・

ω
5
5
の

責
任
要
件
①
行
政
庁
の
判
断
の
介
在
②
現
実
の
認
識
、
お
よ
び
「
危
険
筒
所
を

知
っ
て
い
た
だ
け
で
は
寄
与
過
失
と
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
知
己
問
問
〈
・

ω
g芯

(N宝
〉
宅
・

U
7
J
H
3・
5
H
Z
e
Jヘ・∞
-N仏

N)
の
判
断
と
整
合
性
を
欠
く
う

ら
み
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
木
判
決
の
実
質
的
判
断
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
次
の
よ
う
な
事
実
を
付
加
す
る
こ
と
と
す
る
Q

そ
の
第
一
は
、
「
危
険
筒

所
を
知
っ
て
い
た
」
程
度
に
関
連
す
る
が
、
立
証
さ
れ
て
い
な
い
に
し
ろ

∞
百
三
戸
田
三
は
本
件
事
故
現
場
を
通
勤
に
利
用
し
て
い
た
と
い
う
証
言
が
あ
る

こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
寸
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
」

事
実
と
関
係
す
る
が
、

ω
自
己
戸
目
立
は
仲
間
四
人
と
暇
つ
ぶ
し

(r三
百
四
己
目
。
)

の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
遊
ん
だ
あ
と
最
後
に
無
銭
で
ピ

l
ル
を
飲
ん
だ
足
で
本
件

現
場
に
車
を
と
ば
し
て
来
た
も
の
で
、
本
判
決
が
「
聖
書
会
か
ら
家
族
を
乗
せ

北法33(1・202)202



て
帰
宅
す
る
大
会
社
の
重
役
」
の

r唱
苫
円
と
比
較
し
て
重
大
な
過
失
を
認

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
酒
酔
い
運
転
そ
の
他
無
謀
運
転
を
想
定

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

問
ま
と
め
以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。

事
故
現
場
に
交
通
標
識
・
信
号
機
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
行
政
庁
の
判
断
が

介
伐
し
て
お
り
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
破
壊
さ
れ
・
あ
る
い
は
故
障
し
て
い
る

と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
か
っ
、
こ
の
状
況
を
現
実
に
認
識
し
た
う
え
で
何
ら

の
処
置
を
も
講
じ
て
い
な
い
場
合
に
州
は
責
任
を
負
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
行
政
庁
の
裁
量
権
の
発
動
の
結
果
と
し
て
不
在
で
あ
る

(2) 

場
合
(
肘

E
E
M
g
ぐ・

ω
S
S
)
と
か
不
十
分
で
あ
る
場
合

B
R
E
〈
宮
丘
町
)

ニューヨーク升|における不作為賠償責任

のは

や)事行
例政
を庁
どの
う政
評策
価決
す定
ると
か裁
は判
同所
難の
な政
問策
題決
で定
あが
る相。型
る
た
め

れ
ら

交
通
標
識
の
不
在
の
場
合
は
、
交
通
標
識
の
破
壊
と
事
故
と
の
聞
の
時

間
・
原
告
の
寄
与
過
失
(
ロ

S
E
E
s
q
s
m
z
m
g口
問
)
・
相
手
方
運
転
手
の

過
失
が
異
常
で
代
替
的
原
因

(
E℃雪印
O
L
E
m
g
E主
で
あ
る
か
ど
う
か
が

問
題
で
あ
る
。
時
間
に
関
し
て
は
旬
。

-4
事
件
の
一
一
一
時
間
が
ひ
と
つ
の
目

や
す
に
な
ろ
う
。
原
告
の
寄
与
過
失
に
関
し
て
は
「
危
険
箇
所
を
知
っ
て
い
た

だ
け
で
は
寄
与
過
失
と
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
河
口
問
問
〈
・

ω
g
g
(
N定
〉

3

U
守
口
P
E
H
Z
-
d
F
ω
・
記
凶
)
が
参
考
に
な
る
。
相
手
方
運
転
手
の
過
失

が
代
替
的
原
因
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
の

2
2
5
r
事
件
の
①
交
差
点
の
存
在

を
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
②
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
減
速
し
よ
う
と
し
た
か

ど
う
か
、
が
一
つ
の
目
や
す
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
一
時
停
止
標
識

を
除
去
す
る
と
い
う
行
政
庁
の
判
断
は
誤
っ
て
い
る
と
し
た
開
2
2
E口
事
件

を
ど
う
評
価
す
る
か
、
で
あ
る
。
判
例
に
現
わ
れ
た
事
実
だ
け
で
は
事
故
現
場

の
危
険
性
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
時
停
止
標
識
設
震
後
の
維
持
・
管
理
費
は
信
号
と

は
ち
が
い
そ
れ
ほ
ど
か
か
ら
な
い
と
岡
山
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
い
っ
た
ん
標
識
を

設
置
し
た
の
な
ら
ば
わ
ざ
わ
ざ
除
去
の
た
め
の
費
用
を
か
け
て
ま
で
取
り
去
る

必
要
は
な
い
。
よ
っ
て
、
木
判
決
の
射
程
距
離
を
交
通
標
識
撤
去
の
事
例
に
限

定
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

)
 
】l
 
(
 
交
通
標
識
の
不
十
分
の
場
合
は
、
事
故
現
場
の
危
険
性
の
程
度
と
交
通

標
識
の
警
告
が
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
∞

R
E
事
件
の
①
急
な
カ

l
ブ
・
狭
い
橋
・
朽
ち
た
欄
干
・
深

い
谷
間
・
ス
リ
ッ
プ
を
起
こ
し
ゃ
す
い
状
態
が
存
し
、
事
故
が
死
に
直
結
す
る

場
合
に
は
②
小
さ
な
「
減
速
」
の
標
識
で
は
不
十
分
と
さ
れ
た
こ
と
が
参
考
に

な
ろ
う
。

北法33(1・203)203

(つ

道
路
内
に
お
け
る
第
三
者
の
行
為
の
規
制
責
任

こ
の
類
型
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て

ω運
転
手
の
免
許
取
消
し
の
例

(Uz-

-S『
ω
2
4・
ω
5
5・
N
S
Z
2
n
-
2
P
戸吋

Z
-
J円・

ω
-
E
Nま
(HSN)
お

よ
び
川
レ

l
ス
の
観
客
席
に
レ

l
ス
カ
ー
が
飛
び
込
ん
で
き
た
例
∞

E
ユ
〈
・
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ω
g
z
w
N∞
ω
〉℃匂・

U
2・
自
由
wHN印
2
・
J門・∞
-
E
印。吋

(HSど
が
あ
る
。

川
刊
の
E
r
c同日
r可
〈
・

ω
g件。

2
8
N
)
は
、
免
許
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ

と
が
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
が
、
「
義
務
情
況
」
に
な
い
と
し
て

請
求
を
棄
却
し
た
事
例
で
あ
る
。

間
関
附
岡
国
自
動
車
の
衝
突
事
故
が
発
生
し
原
告
が
け
が
を
し
た
。
原
告

は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
免
許
停
止
処
分
以
降
、
州
が
の
同
国
間
目
。
の
運
転

免
許
お
よ
び
登
録
を
「
物
理
的
に
剥
奪
す
る

(
g
Z
J
Y
3
-
s
-
3
3
m
z
m
E

28)」
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
が
原
告
の
け
が
の
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、

。
門
出
回
目
。
は
常
習
的
な
法
悦
違
反
者
で
あ
り
、
卒
一
向
お
よ
び
交
通
法
安
全
責

任
条
項
九
四
条
以
下

(ω
え
2
可
同
2
3
5己比一一
q
p
C
2
5
v口
ω

え
子
。

〈命日己口一。

EHL
吋
円
回
目
門
戸

5
3
制
宏

2
2
A・
)
を
守
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
も
そ
も
運
転
免
許
を
交
付
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

岡
国
「
類
似
状
況
に
お
い
て
、
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
は
公
的
義
務

の
遂
行
に
か
か
わ
る
不
作
為
に
つ
い
て
個
人
に
対
す
る
賠
償
責
任
は
生
じ
な

ぃ
、
と
判
示
さ
れ
た
。

g
o
-
Z
〈
-
c
q
c同
切
2
2
P
N
8
2
Jへ
・
臼
喝
出
品

ze
何

-
N
L
S
F
H
g
p
r
月

定

ω
一
三
2
3
5
ぐ
・
巧

F
Gロ
ピ
ロ
0・

E
n
-
-
N
a
〉回以同
)-UM戸
印
叶
N‘
s

z・
J円

ω
-
E
叶
印
。
泊
三
F
E
E
N
8
2・

d
-
-
U
由印
w
a
z・開
-
M円四印吋
MUMμ
民
間

E
F
ω
E
E
C『

H40宅

J円
D
H
F
N叶∞

〉匂
-u
・
0
-〈・

N∞
H・
5
印
Z-
ペ
-
∞

-NL
印喧吋
w
m
B円ヨぬ仏

ω
c
u
z・
MY
∞
NH・

5品
Z
阿
川
・

N
仏

ω
S・

ま
た
、
州
が
物
理
的
に
の

E
E
D
の
免
許
お
よ
び
授
紋
を
取
り
上
げ
る
こ

S
4
 

A
U
 

ヮ“、Jノ
A
屯
A
U
 

言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に
と
っ
て
免
許
停
止
後
も
取
り
上
げ
後
も
た
だ

M
f

，、、

等
し
く
違
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
合
理
的
に
推
論
で
き
る
o
」

削レL
4
J勺

と
に
よ
っ
て
、
自
動
車
の
運
転
を
控
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
と

木
件
が
棄
却
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
我
闘
に
お
い
て
も
同
一
事
情
と
考
え

ら
れ
、
特
に
問
題
と
な
る
点
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

∞
mm門戸ぐ・

2
伊
丹
巾
(
沼
山

ω)
は
、
グ
ラ
ン
プ
リ
レ
ー
ス
の
コ
ー
ス
か
ら
飛

び
出
し
た
レ

l
ス
カ
ー
に
よ
る
人
身
事
故
の
原
因
が
、
有
効
・
適
切
な
パ
ト
ロ

ー
ル
を
怠
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
判
一
不
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

間
同
附
剛
国
本
件
事
故
現
場
は
、
レ
ー
ス
会
場
に
な
っ
て
い
る
州
道
の

カ
l
ブ
地
点
で
あ
る
。
本
件
オ
l
ト
レ
ー
ス
は
ぎ

2
E
5
2
2
村
・

到、

m
H
r
g
m
C
Fロ
(UFEHHr20同

(
U
O
B
B
R
n
0・
ω匂
O
H
Z
(
U
R
(
U
Z
σ

。
日
〉

5
3
5
r
n・
後
援
の
下
に
、
土
木
部

B
a
m
2
5
2
ご》
h
p
E
~円

君
。
円

rm)
を
介
す
る
州
の
許
可
の
下
に
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
州

の
許
可
基
準
は
車
両
及
び
交
通
法
(
〈
喜
一
己
作
曲
旦
吋

E
虫
n
E
4
)
八
八

条
四
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「レ

l
ス
ま
た
は
ス
ピ
ー
ド
競
技
は
管
轄
を

有
す
る
州
・
市
・
町
・
村
の
許
可
を
創
刊
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
当
該
競
技
が

実
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
地
点
に
関
し
て
、
十
分
に
効
率
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
か
な
る
道
路
上
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
で
は
な
ら



な
い
。
」

許
可
に
は
レ

l
ス
の
実
行
・
観
客
の
禁
止
区
域
に
関
し
て
詳
細
な
条
件
が
付

さ
れ
コ

I
ス
の
パ
ト
ロ
ー
ル
義
務
に
つ
い
て
は
ス
ポ
ン
サ
ー
に
委
任
さ
れ
て
い

た
け
れ
ど
も
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
州
代
表
と
協
議
す
べ
き
こ
と
お
よ
び
条
件

違
反
の
際
に
は
許
可
の
取
消
権
を
州
に
留
保
す
る
こ
と
、
を
定
め
て
い
た
。
当

日
の
レ

I
ス
に
は
州
土
木
部
の
代
表
も
来
て
い
た
。

原
告

ωSHV
は

冨

2
5
3
5占
有
志
消
防
局
の
一
員
で
相
互
援
助
政
策

に
基
づ
く
ぎ
旦

E
E
E
g
消
防
局
長
の
要
請
で
本
件
レ

1
ス
場
に
来
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
消
火
及
び
救
助
の
目
的
で
本
件
事
故
現
場
に
配
置
さ
れ

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

て
い
た
も
の
で
、
消
防
長
が
本
件
現
場
地
点
に
配
属
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
レ

ー
ス
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

他
の
一
二
人
の
原
告
は
観
客
で
あ
り

ω
Eユ
の
近
辺
で
レ
i
ス
を
観
戦
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
告
ら
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い
た
警
備
民

(Z守

己

C
E
-
o
E
E
ω
日
目
)
の
指
示
を
受
け
て
、
そ
の
地
点
に
い
た
と
い
う
証
拠

が
あ
る
。
許
可
に
付
随
し
た
地
図
に
よ
れ
ば
、
原
告
ら
が
い
た
こ
の
地
点
は
鋭

戦
禁
止
の
場
所
で
あ
っ
た
。

(
U
C
C
え
え
の
一
2
5
ω
(
N
S
F向

Fmp
∞
呂
"
ロ
申

Z'

J

へ・∞

-
E
8
3
の
請
求
認
容
を
確
定
し
て
〉
℃
℃
丘
一
色
。
ロ
玄
2
0
ロ
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

阿
国
「
交
通
専
門
家
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
運
転
に
よ
る
こ
の
カ
ー

ブ
に
お
け
る
安
全
速
度
は
時
速
凶

0
マ
イ
ル
で
あ
っ
た
が
、
証
拠
で
は
、
レ

ー
ス
カ
ー
は
時
速
八

0
マ
イ
ル
か
そ
れ
以
上
で
走
行
し
て
い
た
。
円
U
C
E
2
c『

白
色
ヨ
ω

は
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
。

レ
ー
ス
用
に
作
ら
れ
て
い
な
い
道
路

上
の
防
護
施
設
を
欠
く
コ
l
ス
に
お
い
て
競
技
を
し
て
い
る
自
動
車
の
本
来

的
な
危
険
性
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
レ

l
ス
は
「
当
該
レ

l
ス
に
よ
り

特
定
的
に
損
害
を
蒙
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
訴
え
の
私
的
権
利
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
、
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
を
構
成
し
て
い
た
。
」
〔

H
5
2・
〆

ω
-
M仏

sy〕
下
級
審
は
ま
た
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
。
州
は
「
そ
う
い
っ
た
レ
ー

ス
ま
た
は
ス
ピ
ー
ド
競
技
が
行
な
わ
れ
る
す
べ
て
の
区
域
に
わ
た
っ
て
十
分

に
効
率
的
に
道
路
が
パ
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
か
」
を
確
認
す
る
委
任
で
き

な
い
義
務
官

g，合]再開白
Z
O
L
E
q
)
を
有
し
て
い
た
が
、
コ
ー
ス
は
十
分

に
も
効
率
的
に
も
パ
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
ネ
グ
リ
ー

ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
下
級
審
は
、
原
告
の
い
ず
れ
も
傷
害
の
危
険

を
引
受
け
て
い
な
い
、
と
認
定
し
た
。
記
録
は

(UZユ
え

の

F
E∞
の
認

定
を
十
分
に
支
持
し
て
レ
る
、
と
我
々
は
考
え
る
。
」

本
件
に
お
い
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
事
実
は
、
①
原
告
ら
は
レ

l
ス
後
援
者

ら
が
危
険
と
考
え
た
場
所
に
い
た
こ
と
②

ω白
血
ユ
が
そ
こ
に
い
た
の
は
業

務
命
令
、
観
客
が
そ
こ
に
い
た
の
は
、
警
備
員
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
③
そ
の
場
所
に
は
「
危
険
」
の
標
識
は
な
か
っ
た
こ
と

④
以
上
の
よ
う

な
危
険
性
に
つ
い
て
州
は
被
許
可
者
ら
に
対
し
て
そ
の
危
険
管
理
責
任
を
委
ね

北法33(1・205)205



研究ノート

て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。

一
二
、
道
路
関
係
に
お
け
る
事
例
の
ま
と
め

一
般
的
に
い
っ
て
道
路
関
係
の
事
例
に
は
危
険
責
任
型
の
も
の
ハ
一

-
H
及

び
二
・
い
円
)
と
危
険
管
理
責
任
型
の
も
の
ご
・

ω及
び
二

-
U
〉
が
あ
る

が
更
に
、
傾
向
な
い
し
特
色
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
岡
山
わ

れ
る
。

保
護
法
益
の
点
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
と
い
う
よ
り
は
不
特
定
の

国
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
か
つ
広
範
な
も
の
で
あ

(
お
)
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
想
定
さ
れ
た
行
政
措
置
の
内
容
(
例
え
ば
、
交
通

標
識
・
信
号
の
設
置
)
と
現
実
・
具
体
的
に
裁
判
に
用
品
場
す
る
事
故
の
仮
定
的

不
在
と
の
因
果
関
係
は
、
例
え
ば
薬
害
事
件
に
お
け
る
不
許
可
あ
る
い
は
許
可

-

後
の
行
政
指
導
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
速
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
従
つ

(
拍
)

て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
闘
に
お
け
る
千
葉
県
野
犬
幼
児
校
死
事
件
と
類
似

す
る
が
、
行
政
の
対
象
の
明
確
性
(
対
象
の
限
定
・
不
動
性
)
及
び
措
置
内
容

の
限
定
性
(
交
通
標
識
・
信
号
の
設
置
等
〉
に
お
い
て
異
な
る
。
ま
た
、
保
護

法
益
の
一
般
性
・
広
範
性
が
、
行
政
費
用
(
交
通
標
識
の
設
慌
等
)
に
対
す
る

使
宜
が
大
き
い
と
い
う
方
向
に
働
く
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

同
一
般
的
に
は
危
険
責
任
型
・
危
険
管
理
責
任
型
の
責
任
類
型
と
い
っ
て

も
、
責
任
の
タ
イ
プ
・
程
度
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
同
じ
危

険
責
任
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
落
石
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
場
所
に
道
路

(
刊
)

を
設
置
す
る
と
か
急
カ
l
dプ
を
設
け
る
と
か
と
い
う
危
険
状
態
を
形
成
し
つ

(
叫
)

っ
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
保
安
設
備
」
を
設
け
て
い
な
い
と
い
う
危
険
作
出

型
、
信
号
機
の
故
障
の
事
例
の
よ
う
に
、
信
号
機
に
対
す
る
運
転
手
の
信
頼
を

基
礎
と
し
た
事
故
の
誘
因
を
作
出
す
る
と
い
う
消
極
的
な
寄
与
・
加
約
一
型
、
木

の
老
化
に
よ
る
務
校
や
他
の
運
転
手
に
よ
る
交
通
標
識
の
除
去
に
対
し
て
新
た

な
保
安
倍
置
を
講
じ
る
と
い
う
危
険
管
理
責
任
類
似
型
と
い
っ
た
タ
イ
プ
が

あ
る
。危
険
管
理
責
任
に
し
ろ
道
路
内
の
第
三
者
の
危
険
責
任
に
お
け
る

E
R
-

事
件
で
は
、
行
政
庁
の
許
可
が
介
夜
し
、
許
可
条
件
の
不
遵
守
に
よ
っ
て
事
故

が
発
生
し
た
点
で
、
建
物
崩
壊
事
例
と
異
な
っ
て
い
る
。

同
事
故
の
予
防
措
置
の
時
機
に
関
し
て
行
政
権
限
の
発
動
に
対
応
す
べ
き

危
険
性
の
程
度
と
い
う
観
点
か
ら
、
道
路
関
係
に
お
け
る
危
険
性
は
、
森
本
宏

『
判
例
か
ら
見
た
消
防
行
政
責
任
論
』
(
第
一
章
消
防
と
行
政
権
限
不
行
使
責
任
・

五
裁
量
収
縮
と
危
険
の
程
度
・
一
帆
の
あ
る
危
険
の
程
度
)
の
設
定
し
た
基
準
l
l

①
具
体
的
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
②
具
体
的
危
険
③
危
険
発
生
の
義
然
性

④
抽
象
的
危
険
l
iに
照
ら
す
と
、
道
路
外
の
管
理
責
任
に
関
し
て
は
了
付
落

石
事
故

l
具
体
的
危
険
・
落
校
事
故

l
危
険
発
生
の
蓋
然
性
、
)
・
口
具
体
的

危
険
の
切
迫
、
道
路
内
の
管
理
責
任
に
関
し
て
は
二
・
付
危
険
発
生
の
蓋
然

性
、
二
-
M
M

具
体
的
危
険
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
危
険
の
続
度
に

」ヒ法33(1・206)206



つ
い
て
森
本
同
書
四
五
頁
は
、
個
別
的
具
体
的
な
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
高
度

の
危
険
性
、
不
特
定
の
国
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
と
い
う
よ
う
に
一
般
か
っ

広
範
な
も
の
に
対
し
て
は
抽
象
的
危
険
と
い
う
基
準
を
提
出
す
る
が
、
こ
う
し

た
基
準
が
該
当
す
る
領
域
も
存
在
す
る
と
は
い
え
、
予
防
措
置
の
強
度
性
(
例

え
ば
、
道
路
閉
鎖
措
置
)
等
特
に
予
防
措
置
の
費
用
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で

あ
る
と
し
た
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
っ
た
。

(4) 

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
巡
回
・
危
険
発
見
義
務
等

の
調
査
義
務
を
尽
く
し
た
か
ど
う
か
が
一
つ
の
重
要
な
あ
る
い
は
決
定
的
な
認

定
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2)

最
後
に
、
結
果
責
任
型
、
執
行
な
い
し
実
行
行
為
型
、
加
担
・
寄
与
型

Fhu 

の
責
任
類
型
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
、
道
路
関
係
に
お
い
て
結
果
責
任
型
の

事
例
は
存
し
な
い
。

(

1

)

以
下
の
叙
述
は
、
平
井
宜
機
『
現
代
不
法
行
為
理
論
の
一
一
展
望
』
(
一

粒
社
・
一
九
八

O
)
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
概

念
を
そ
の
内
容
と
切
り
離
し
て
断
片
的
に
利
用
し
て
い
る
た
め
に
、
本
稿

で
使
用
す
る
分
析
概
念
自
体
は
平
井
教
授
の
そ
れ
と
は
意
味
を
異
に
し
て

い
る
。

(
2
)
G
・
T
・
ア
り
ソ
ン
『
決
定
の
本
質
』
(
宮
里
政
玄
訳
・
一
九
七
七
)
七

頁
、
三
四

l
凶
三
頁
。

(

3

)

平

井

前

掲

喜

二

ハ

八

i
一
六
九
頁
。

(

4

)

平
井
前
掲
書
一
六
九
頁
。

(

5

)

平
井
前
掲
書
一
七
コ
一
頁
。

(

6

)

平
井
前
掲
書
一
七
一
頁
、
一
八
凶
頁
、
一
八
九

l
一
九

O
頁
。
裁

判
は
事
後
的
に
紛
争
当
事
者
の
み
を
対
象
に
し
、
当
事
者
の
み
の
比
較
に

も
と
づ
い
て
「
正
義
」
を
判
定
す
る
し
く
み
で
あ
る
こ
と
、
が
強
調
さ
れ

る
。
同
一
八
九
頁
。

(

7

)

平
井
前
掲
書
一
九
二
頁
。

(

8

)

遠
藤
博
也
『
行
政
法
E
』
(
青
林
書
院
・
一
九
七
七
)
一
凶
七
頁
。

(

9

)

遠
藤
博
也
『
計
画
行
政
法
』
(
学
陽
書
一
房
・
一
九
七
六
)
二

O
五
頁
。

(
叩
)
ぎ

-
F
-
F
S
S
F
E唱
え
H
，C
H
g
w
(

当

2
・
5
H
)
L
g
l
b
N

(日

)
H
Z仏・

8申
18J可
・
野
村
好
弘
「
被
害
者
の
危
険
引
受
け
」
(
『
英
米
判
例

百
選

E
』
・
有
斐
閣
・
一
九
七
八
)
二
凶
|
二
五
頁
。

(
ロ
)
小
林
秀
文
「
n
S
8
の
定
理
と
の
由
F
r
g巴
の
事
故
法
理
論
」
(
『
法

学
志
林
』
七
三
巻
二
号
・
一
九
七
五
)
一
二
七
頁
。

(
臼
)
小
林
前
掲
論
文
一
二
八
頁
。

(

U

)

遠
藤
博
也
「
宅
地
法
上
の
規
制
権
限
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
責
任
」

(
『
昭
和
四
十
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
・
一
九
七
五
〉
四
二
頁
。

(
日
)
ハ
ン
ド
判
事
が
こ
の
定
式
を
打
ち
出
し
た
判
決
の
紹
介
が
あ
る
。
藤
倉

結
一
郎
「
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
」
(
『
英
米
判
例
百
選
宜
』
・
一
九
七
八
)

一
凶
一
五
頁
。

(
日
)
平
井
前
掲
書
八
九
頁
。

(
げ
)
平
井
前
掲
書
一
九
二
頁
。

(
国
)
平
井
前
掲
書
一
九
二
頁
。

(
川
口
〉
小
島
武
司
「
公
共
訴
訟
の
理
論
」
(
『
民
事
訴
訟
雑
誌
』
一
一
一
一
一
号
・
一
九

七
七
)
四
頁
。
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(
却
)
遠
藤
前
掲
論
文
「
宅
地
法
上
の
税
制
椛
阪
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
責

任
」
凶
二
京
。

(
幻
)
下
山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』
(
筑
摩
書
一
男
・
一
九
七
一
二
・
一
八

O
頁
以

下
)
は
、
統
治
関
係
・
合
察
法
関
係
・
司
法
関
係

-md察
関
係
・
名
誉
設

損
・
税
務
関
係
・
地
方
自
治
事
務
関
係
・
教
育
関
係
，
試
験
関
係
・
産

業
法
関
係
・
そ
の
他
の
規
制
法
・
公
川
市
円
伊
川
辺
物
静
岡
田
刊
行
政
関
係
に
分
類

す
る
。

(
泣
)
川
十
川
崎
隆
日
比
「
公
務
員
の
不
作
為
と
国
家
賠
償
法
一
条
の
責
任
」
(
『
法

と
椛
利
』
(

4

)

一
九
七
八
・
て

O
八
頁
以
下
)
は
、
川
公
務
員
の
作
為
義

務
が
法
令
の
明
文
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
法
令
の
解
釈
に
よ
っ

て
一
義
的
に
き
ま
る
場
介
凶
法
令
に
よ
っ
て
公
務
員
に
権
限
が
与
え
ら

れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
権
限
行
使
が
公
務
員
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

場
合
同
公
務
員
の
竹
為
椛
限
が
法
人
口
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場

介
、
に
分
類
す
る
。

川
阿
郎
事
情
隆
「
行
政
の
危
険
防
止
責
任
」
(
『
判
例
時
報
』
八
八
一
士
号
・

一
九
七
八
・
一
一
一
八
瓦
)
は
、
一
、
自
然
界
に
存
す
る
危
険
に
つ
い
て
の

行
政
の
防
止
武
任
一
一
、
私
人
の
不
法
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
行
政
活

動
、
二
を
さ
ら
に
、
付
許
認
可
制
度
に
よ
る
私
人
の
活
動
の
事
前
規
制

凶
作
認
可
を
前
提
と
し
な
い
予
防
的
な
規
制
椛
阪
の
発
動
向
法
律
や
行

政
立
法
に
よ
る
基
準
の
設
定
、
に
分
類
す
る
。

一川

ω円Y
Z
2
0
同
事
件
訴
釈
者
の
見
解
は
本
稿
「
ば
仁
め
に
」
で
紹
介

し
た
。

(お

)ω
小
沢
義
彦
東
京
法
務
局
訟
務
部
付
検
事
「
行
政
庁
の
権
限
の
一
小
行

使
と
凶
家
賠
償
」
(
『
民
事
研
修
』
一
昼
間
一
一
バ
ワ
・
一
九
七
七
・
二
一
間
瓦
)
は
、

研究ノート

山
自
ら
危
険
先
生
の
胤
悶
を
作
り
出
し
た
者
は
当
然
そ
の
防
止
を
義
務
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
防
止
措
霞
に
山
な
い
こ
と
は
述
、
法
と
な
る
ニ

と
凶
被
侵
害
利
益
が
身
体
・
生
命
等
重
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
不

作
為
が
違
法
と
さ
れ
や
す
い
の
に
対
し
、
産
業
統
制
や
法
松
と
し
て
比
絞

的
軽
レ
日
照
・
騒
音
等
が
問
題
と
さ
れ
た
場
合
に
は
反
射
的
利
益
論
に
な

じ
み
や
す
く
、
ま
た
不
作
為
が
違
法
と
さ
れ
る
例
が
少
な
い
こ
と
間
直

接
の
加
得
者
、
か
い
な
い
か
、
い
て
も
不
特
定
の
場
合
に
は
、
行
政
法
の
不

作
為
が
違
法
と
さ
れ
や
す
レ
こ
と
、
に
分
類
す
る
。

川
向
井
陥
苔
弁
護
士
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
本
航
「
は
じ
め
に
」
で

紹
介
し
た
。
な
お
、
第
二
・
第
三
の
視
角
は
流
動
的
で
あ
る
。

(
剖
)
こ
う
し
た
万
法
論
を
採
用
し
た
著
作
と
し
て
、
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償

法
上
巻
』
(
古
林
前
回
院
新
社
・
一
九
八
一
)
。

〈
お
)
同
〈
・
。
・

0
堂、

F
〉
ハ
回
目

~E丘
3
2
2
吋
円
。
白
丘
町
。
(
ぎ
が
田
ケ
冨
印
∞
)
に
法

本
稿
の
い
う
道
路
関
係
の
事
例
と
し
て
次
の
も
の
が
引
肘
さ
れ
て
い
る
。

ω一
時
停
止
標
識
再
設
慌
の
例
(
の

E
5三
宮
『
戸
∞

E
F
N∞
印
〉
℃
℃
-

u
z
-
g
p
H
g
z・
J
F
ω
-
N
L
吋
毘
(
呂
町
印
)
)
川
道
路
の
カ
!
ブ
の
件

"
一
宮
標
識
が
不
十
分
と
さ
れ
た
例
(
河
口
問
問
〈
・

2
2
0・
N∞
AH
〉
ヨ
y
u
z
-

H
4
P
Z
H
Z・
J円・

ω
-
M
L
N
(
S
E
)
)
・
川
あ
と
に
な
っ
て
事
故
を
起
こ
し

た
運
転
手
の
免
許
取
消
の
例
(
の
E
r
c
r
r
u刊〈・

ω
S
F
N
O
ω
宮
仲
田
口
・
宏
司
w

HH吋
2
・
J同・

ω
・
M
L
N
2
3甲町
N))-w
許
可
を
受
け
て
レ

l
ス
会
場
と
な

っ
た
道
路
に
配
向
し
た
舎
官
の
人
数
が
不
足
で
あ
る
と
さ
れ
た
例

38ユ

〈・

2
2
0・
N∞
N
〉

3
・
0
2・
mNAVHN印
2
・
Jへ・

ω・
包
呂
叶

(H甲
田
)
)

例
道
路
附
近
の
建
物
が
倒
域
し
た
例
(
河
口
口
ro-
戸
(
U
F

与

え

Z
。者

J
F
F
w
凶∞
ω
〉
2
y
ロ
2
・
H3uHNω
ど・

J同・

ω
-
N
L
お
印
(
呂
町
ω))。
な
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ニューヨーク州における不作為賠償責任 (2) 

ぃ
品
、
〉
'
「
阿
川
・
か
ら
の
判
例
探
索
は
で
、
ぎ
な
か
っ
た
。
後
日
、
責
を
塞
ぎ

た
L
O

(
部
)
古
崎
慶
長
『
判
例
営
造
物
管
理
責
任
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
五
)

三
頁
。

(
幻
)
士
口
崎
同
書
三
一
頁
。

(
却
)
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
八
六
条
立
法
ま
た
は
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
行
為
基
準
が
採
用
さ
れ
る
場
合
。

(
却
)
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
八
八
条

B

違
反
の
効
果
。

(
初
)
訂
崎
前
掲
謹
二
一
一
良
。

(
況
)
出
口

E
巳
口
三
四
円
。
は
、
明
示
的
・
現
山
ぃ
…
〈
に
与
え
ら
れ
た
、
ま
た
当
事
者

に
直
後
的
に
認
知
さ
れ
た
認
識
(
口
♀
山
内
命
日
間
口

2ω}可
釦
ロ
仏

R
Zと
f

m
M
Z
p
mロ
L
r
z
E悶
E
r
o
g
o
g
子
0
2
2吋
E
5
2
}吋
)
で
あ
る
と

定
義
さ
れ
て
主
た
。
し
か
し
「
白
己
己
主
ロ
0
2
2
」
の
韮
聞
は
、
一
般
に
、
明

示
・
黙
示
と
い
う
二
個
の
ク
ラ
ス
を
含
む
・
よ
り
広
い
広
味
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
間
接
的
推
論
に
基
づ
く
も
の
を
越
え
る
、

ま
た
は
当
事
者
に
追
加
的
弱
査
義
務
を
負
わ
せ
る
、
す
べ
て
の
事
実
認
識

(国
-
-
rロ
O耳
-OL問
。
。
同
白
色
。
mHOOωσ
ロ
〈
ぬ
手
忠
君
r
r
r
L
o
-
M
Oロ
含

己
唱
。
ロ
ロ
ロ
ロ
同
件
。
g
-
E
F
Bロロ
o
w
O『
当
r
r
r
即日目以
O凶巾∞居間】
Oロ
号
。

官
三
可
同
y
o
P
2
r
o円
門
Z
門
司
丘
一

E
口
一
ミ
)
を
含
む
。
後
者
は
当
事
者

が
事
実
認
識
の
手
段
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

当
事
者
に
事
実
認
識
を
転
嫁
す
る
。
回

-Rr・m
F
問
者
百
円
三
。
由
民
子
宮
町
・

(
巧
ゆ
え
・

5
4
9
5片
山
ロ
ゅ
の
項
参
照
。

(
泣
)
推
定
的
認
識

(nc口
忠
2
2
2
0
E正
日
)
も
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

。cロ印
可
E
u
t〈
ぬ
ロ
口
同
一
円
。
と
は
、
∞
Fnrw凹
戸
田
4
0
-
n
c
oロ
同
門
司
に
よ

れ
ば
、
適
正
な
注
意
を
も
っ
て
す
れ
は
事
実
を
発
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ

と
ま
た
は
当
事
者
の
位
置
が
そ
の
調
盗
義
務
を
諜
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
(
現
実
に
は
当
事
者
は
有
し
て
い
な
い
で
あ

ろ
う
け
れ
ど
も
て
当
事
者
に
対
し
て
転
嫁
さ
れ
る
事
実
の
情
報
あ
る
い

は
認
識
の
こ
と
、
で
あ
る
。

(
お
)
出
一
四
「
当
国
同
は
以
下
、
「
道
路
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
上
野
治
男
『
米

国
の
腎
察
』
(
良
書
普
及
会
・
一
九
八
一
・
一
九

O
頁
)
に
よ
れ
ば
「
ハ

イ
ウ
ェ
イ
(
「
一
m
r耳
3
可
)
と
は
高
速
道
路
で
は
な
く
、
ウ
エ
守
ア
ス
タ
ー
辞

典
で
は
『
公
道
と
く
に
主
要
直
通
交
通
路
』
と
さ
れ
、
回
}
凶
口
町
ω
門
知
宅

口一円己
O
口
出
ミ
ー
に
よ
る
と
『
す
べ
て
の
人
が
通
行
の
た
め
に
自
由
に
使
用

で
き
る
道
路
で
、
政
府
が
そ
の
よ
う
な
状
態
を
維
持
管
理
す
る
責
任
を
常

に
有
す
る
土
地
部
分
』
と
説
明
さ
れ
る
。
日
本
語
に
強
い
て
お
き
か
え
れ

ば
『
街
道
』
と
い
う
一
言
葉
が
も
っ
と
も
ぴ
っ
た
り
す
る
か
も
知
れ
な
い

(
要
旨
)
J

ハ
イ
ウ
ェ
イ
パ
ト
ロ
ー
ル
の
概
要
は
、
同
書
・
一
六
八
頁
以

下
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
橋
久
光
「
米
国

主
国
京
都
市
に
お
け
る
交
通
違
反
の
取
締
り
」
ハ
『
警
察
学
論
集
』
二
二
一
巻
一

一
号
・
一
九
七

0
・
八
二
頁
以
下
)
参
照
。
な
お
、
高
速
道
路
は
岳

E-

毛
田
可
で
あ
る
。

(
川
品
)
平
井
前
掲
書
二

O
八
真
。

(
お
)
古
崎
慶
長
『
国
家
賠
償
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
一
)
二
一
七
頁
。

(
お
)
士
口
崎
前
掲
書
『
判
例
営
造
物
管
理
責
任
法
』
二
一
真
。

(
幻
)
古
崎
前
掲
書
『
判
例
営
造
物
管
理
責
任
法
』
三
頁
。

(
お
)
森
本
宏
『
判
例
か
ら
見
た
消
防
行
政
責
任
論
』
(
全
国
加
除
法
令
出

版
-
一
九
八
二
)
四
五
頁
。
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(
却
〉
判
例
時
報
八
二
七
号
九

O
頁
、
判
例
時
報
八
七
五
号
一
七
頁
。

(
叫
)
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法
上
巻
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
一
)

三

O
四
頁
。

(
必
)
同
三
二
五
頁
。

(
必
)
森
本
前
掲
書

北法33(1・210)210

四
三
凶
凶
頁
。
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Governmental Tort Liability for Nonfeasance 

in New Y ork (2) 

Akira FUKUSHI* 

Introduction 

1. Development of governmental tort liability in New York 

11. Tort cause of action for nonfeasance (in Vol. XXXII No. 4) 

III. Classi五cationof the cases bearing upon governmental tort 1iability 

for nonfeasance 

Conclusion 

* * * * 
The focus of this study is the question of whether a governmental 

unit shou¥d be ¥iable for not taking a伍rmativeaction that would hav巴

helped the plaintiff. 

This note aims at classifying the cases bearing upon liabi1ity for 

nonfeasance according to the cause of liability and presenting the follow-

ing conclusion: in New York， governmental tort liabi¥ity is not granted 

except for the case of Statute or乱1unicipalCharter， the case of Special 

Relations， the cas巴 ofAssumption of Duty， and th巴 caseof Prior Danger-
ous Conduct. 

* * * * 
In chapter III， after setting up the analyzing concepts and the view-

points of classification， highway related cases are classifi巴das fo¥1ows; 

1. Duty to maintain a safe conditions adjac巴ntto and above highway 

(1) Liability for failure to prevent landslide and tree limb fa1ling 

accidents 

(2) Liability for permitting inherently dangerous buildings ad.iacent to 
highway to be maintained 

2. Duty to maintain the safe conditions of highway 

(1) (i) Liability for failure to take st巴psto eliminate defects and 

obstructions in traveled portion of the road bed. 

(ii) Liability for failure to er巴ctand maintain warning signs or 

devices 

(2) Liability for failure to regulate the acts of another on highway 

* Assistant， Faculty of Law， Hokkaido University 
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